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Ⅰ　基本方針 根拠条文

(1) ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者１人１人の意思及び人格を尊重し、施
設サービス計画に基づき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配
慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを
支援する。

条例第182
条

(2) 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業
者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提
供する者との密接な連携に努める。

サテライト型居住施設
　本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護
老人福祉施設をいう。また、本体施設とは、サテライト型居住施設と同じ法人により設置され、当該
施設に対する支援機能を有する指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介
護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所をいう。

解釈通知第
3七1(3)

2

医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数を配置する。

※サテライト型居住施設であって、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健
康管理が適切に行われる場合は、置かないことができる。この場合には、本体施設の入所者とサテ
ライト型居住施設の入所者の合計数を基礎として本体施設に置くべき医師の人員を算出しなければ
ならない。

条例第154
条
解釈通知第
3七2（1）

(1) １以上配置。

(2) 常勤の者。
※ただし、サテライト型居住施設の場合は、常勤換算で１以上でよい。また、本体施設が介護老人保
健施設の場合であって、支援相談員により入所者の処遇が適切に行われるときは、置かないことが
できる。
※1人を超えて配置されている生活相談員が、時間帯を明確に区分したうえで当該指定地域密着型
介護老人福祉施設を運営する法人内の他の職務に従事する場合にあっては、この限りでない。
(3) 社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると
認められる者。

(1) その総数は常勤換算方法で、入所者（※）の数が３又はその端数を増すごとに１人以上配置。
※入所者の数は前年度の平均値、新規指定時は推定数による。

(2) 看護職員の員数は１以上。

(3) 介護職員又は看護職員は、それぞれ１人以上は常勤の者を配置。
※サテライト型居住施設での看護職員は常勤換算で１以上。

5

栄養士 １人以上配置。
※ただし、サテライト型居住施設の場合、本体施設が「指定介護老人福祉施設」、「指定地域密着型
介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護医療院」、「病院（病床数１００以上）」であって、
入居者の処遇が適切に行われるときは、置かないことができる。

条例第154
条
解釈通知第
3七2(4)

(1) １人以上配置。
※ただし、サテライト型居住施設の場合、本体施設が「指定介護老人福祉施設」、「指定地域密着型
介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」の機能訓練指導員又は理学療法士若しくは作業療法士
により入所者の処遇が適切に行われるときは、置かないことができる。

条例第154
条
解釈通知第
3七2(5)

(2) 日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有
すると認められる者を配置。
※この「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看
護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格を有する者で、はり師、
きゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、又はあん摩
マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、機能訓練
指導に従事した経験を有する者とする。
　ただし、入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導については、当
該施設の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。

条例第154
条
解釈通知第
3七2（3）4

介護職員又は
看護職員

6

機能訓練指導
員

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
（指定基準）
①「久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例」
（H２４年久留米市条例第４１号）
②「久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例施行規則」
（H２５年久留米市規則第１７号）
③「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」
（Ｈ１８．３．３１老計発第０３３１００４号）

1

基本方針

Ⅱ　人員基準

3

生活相談員 条例第154
条
解釈通知第
3七2（2）
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(1) １人以上配置。
※ただし、サテライト型居住施設の場合、本体施設が「指定介護老人福祉施設」、「指定地域密着型
介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護医療院」、「介護療養型医療施設」であって、入
所者の処遇が適切に行われるときは、置かないことができる。この場合には、本体施設の入所者と
サテライト型居住施設の入居者の合計数を基礎として本体施設に置くべき介護支援専門員の人員
（1以上（入所者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする。））を算出しなければならな
い。

※また、「小規模多機能型居宅介護」、「看護小規模多機能型居宅介護」が併設される場合、利用者
の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かなくても差し支えない。

条例第154
条
解釈通知第
3七2（6）

(2) 専らその職務に従事する常勤の者を配置。
　ただし、入居者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事する
ことができる。
　この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこ
ととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全
体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとする。
(3) 居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務を行ってはならない。
　ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。

8

「常勤」の定義
　当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従事者が勤務すべ
き時間（週３２時間を下回る場合は週３２時間を基本とする）に達していることをいう。ただし、育児休
業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第２３条第１項に規定する所
定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所
として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を３０時間として取り扱うこと
ができる。

解釈通知第
二2(3)

イ　居室

(1) ユニットケアを行うためには、入居者の自律的な生活を保障する居室（使い慣れた家具等を持ち
込むことができる個室）と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅での居間
に相当する部屋）が不可欠であることから、ユニット型指定介護老人福祉施設（一部ユニット型に
あってはユニット部分）は、こうした居室と共同生活室によって一体的に構成される場所（ユニット）を
単位とし、運営すること。

解釈通知第
3七5（2）

入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことができるよう、他のユニッ
トの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることができる場所を設けることが望ましい。

(2) ユニットの居室の定員は１人。
　ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められ
る場合は、２人とすることができる。（夫婦で居室を利用する場合等）

条例第183
条

(3) ユニットの居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して
一体的に設けること。
　「当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に」設けられた居室とは、①当該共同生活室に隣
接、②当該共同生活室に隣接していないが①の居室に隣接、③その他当該共同生活室に近接して
一体的に設けられている居室（他の共同生活室の①及び②に該当する居室を除く。）の３つをいう。

条例第183
条
解釈通知第
3七5（2）

(4) １のユニットの入居定員は、おおむね１０人以下。
　ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別の事情によりやむを得ない場合であって、各ユニット
において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障が
ないと認められる場合には、入居定員が１０人を超えるユニットも可。なお、この場合でも次のイ、ロ
の２要件を満たすことが必要。
　イ　入居定員が１０人を超えるユニットにあっては、「おおむね１０人」と言える範囲内の入居定員で
あること。
　ロ　入居定員が１０人を超えるユニットの数は、当該施設の総ユニット数の半数以下であること。
(5) １の居室の床面積等は、次のいずれも満たすこと。

ユニット型個室
・１０．６５平方メートル以上とすること。
　（２人定員の場合は２１．３平方メートル以上とすること。）

ユニット型個室的多床室
・ユニットに属さない居室を改修したものについては、１０．６５平方メートル以上とすること。
　（２人定員の場合は２１．３平方メートル以上とすること。）
・多床室を仕切って窓のない居室を設けたとしても個室的多床室としては認められない。
・居室への入口が、複数の居室で共同であったり、カーテンなどで仕切られているに過ぎないような
場合には、十分なプライバシーが確保されているとはいえず、個室的多床室としては認められない。
ロ　共同生活室

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日
常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) １の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗
じて得た面積以上を標準とすること。

Ⅲ　設備基準

9

ユニット

条例第183
条

7

介護支援専門
員
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(3) 必要な設備・備品を備えること。

ハ　洗面設備

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

ニ　便所

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

10

浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
※居室のある階ごとに設けることが望ましい。

条例第183
条解釈通知
第3七5（2）

(1) 医療法第１条の５第２項に規定する診療所。
※本体施設が介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設
の場合は、医務室は必要ない。

(2) 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えること。また、必要に応じて臨床検
査設備を設けること。

12

廊下幅 　１．５ｍ以上。ただし、中廊下の幅は１．８ｍ以上。
　なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じな
いと認められる場合にはこれによらないことができる。

条例第183
条

13
消火設備等 消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けること。 条例第183

条

14
その他 浴室、 医務室、 廊下、 消火設備については、専ら当該施設の用に供するものであること。

ただし、入居者に対するサービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。
条例第183
条

15

内容及び手続
の説明及び同
意

サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、重要事項に関す
る規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの
第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結
果の開示状況）その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文
書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得る。
※同意については、書面によって確認することが適当である。

条例第10条
条例施行規
則第5条
解釈通知第
３二の二3(4)

16
提供拒否の禁
止

正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 条例第11条

17

サービス提供
困難時の対応

入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供すること
が困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹
介する等の適切な措置を速やかに講じる。

条例第156
条

(1) サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、
要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間の確認を行う。

条例第13条

(2) 被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、サー
ビスを提供するように努める。

(1) 入居の際に要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行わ
れているかどうかの確認を行う。
　申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われる
よう必要な援助を行う。

条例第14条

(2) 要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日
の３０日前には行われるよう必要な援助を行う。

(1) 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを
受けることが困難な者に対し、サービスを提供する。

(2) 入所申込者の数が、入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必
要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を
優先的に入所させるよう努める。

　なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が求められることに留意す
る。

(3) 入所申込者の入所に際しては、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、
その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努める。

条例第157
条

(4) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営
むことができるかどうかについて定期的に検討を行う。

条例第157
条
解釈通知第
3七4(1)

18

受給資格等の
確認

19

要介護認定の
申請に係る援
助

20

入退所

11

医務室 条例第183
条

Ⅳ　運営基準

9

ユニット

条例第183
条
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その検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協
議を行う。
(5) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことが
できると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることと
なる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行う。

(6) (5)は(4)の検討の結果、居宅での生活が可能と判断される入居者に対し、退所に際しての本人又
は家族等に対する家庭での介護方法等に関する適切な指導、居宅介護支援事業者等に対する情
報提供等の必要な援助をすることを規定したものであり、安易に施設側の理由により退所を促すこと
のないよう留意する。
　また、退所が可能になった入所者の退所を円滑に行うために、介護支援専門員及び生活相談員
が中心となって、退所後の主治の医師及び居宅介護支援事業者等並びに市と十分連携を図る。

(7) 入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事
業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密
接な連携に努める。

条例第157
条

(1) 入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際し
ては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載する。

条例第158
条

(2) サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサービスの内容、入所者の心身の状況
その他必要な事項を記録する。

(1) 法定代理受領サービスの場合、利用者から利用者負担分（地域密着型介護サービス費用基準
額の１割、２割又は３割）の支払を受ける。

条例第184
条
条例施行規
則第15条

(2） 法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の
額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにする。

(3） 上記(1)、(2)の支払を受ける額のほか、受けることのできる次に掲げる費用の額以外の支払いを
入所居者から受けてはならない。

① 食事の提供に要する費用
（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同
条第２項第１号に規定する「食費の基準費用額」を限度とし、特定入所者介護サービス費を指定介
護老人福祉施設が代理受領していた場合は同条同項同号の「食費の負担限度額」を限度とする。）

② 居住に要する費用
（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同
条第２項第２号に規定する「居住費の基準費用額」を限度とし、特定入所者介護サービス費を指定
介護老人福祉施設が代理受領していた場合は同条同項同号の「居住費の負担限度額」を限度とす
る。）

③ 規則に定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室
（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収さ
れ、又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費用

④ 入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

⑤ 理美容代

⑥ ①から⑤に掲げるもののほか、サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通
常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの。
※費用の具体的な範囲については、別に通知された「通所介護等における日常生活に要する費用
の取扱いについて」に沿って適切に取り扱うこと。

(4) 上記（3）の①から④については、別に厚生労働大臣が定めるところ(※)による。
※ 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針（平成１７年９月７日厚生労
働省告示第４１９号）

条例第184
条
条例施行規
則第14条

(5) あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、
入居者の同意を得ること。ただし、①から④については、文書による同意を得る。

条例第184
条

(6)　指定地域密着型介護福祉施設サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支
払いを受ける際、領収証を交付する。

(7)　領収証にそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載する。

23

保険給付の請
求のための証
明書の交付

法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護福祉施設サービスに係る費用の支払を
受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービ
ス提供証明書を利用者に対して交付する。

条例第23条

22

利用料等の受
領

解釈通知第
3七4(1)

21

サービスの提
供の記録

20

入退所
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(1) 地域密着型施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活を支援することを基本として、要介
護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥
当適切に行う。

条例第185
条

(2) 各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割をもって生活を営むことができるよう配慮する。

(3) 入居者のプライバシーの確保に配慮する。

(4) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入居者又はその家族に対し、サービスの提供
方法等について、理解しやすいように説明を行う。

(5) サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため
緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為（身体的拘束等）を
行わない。

(6) 施設の管理者及び従業者は、身体拘束廃止を実現するために正確な事実認識を持つ。
　そのため、施設の管理者は、都道府県等が行うシンポジウム等に参加し、又は従業者を参加させ
るなど従業者の意識啓発に努める。

平13老発
155の2、3

(7) (5)の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに
緊急やむを得ない理由を記録すること。

(8)身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じること。

①　身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、そ
の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る

「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」とは、身体的拘束等の適正化のための
対策を検討する委員会であり、幅広い職種（例えば、施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介
護職員、生活相談員）により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専
任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要となる。
　なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営推進会議又は事故防止委員会及び感染対策委員
会と一体的に設置・運営することも差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全
般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活
用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。
報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全
体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的とした
ものではないことに留意することが必要となる。
具体的には、次のようなことを想定している。
　イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備する
　ロ 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録すると
　　　ともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告する
　ハ 身体的拘束適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析する
　ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発
　　　生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討する
　ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底する
　ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価する

②　身体的拘束等の適正化のための指針を整備する

「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込む。
　イ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方
　ロ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
　ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
　ニ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
　ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
　ヘ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
　ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

条例第185
条
解釈通知第
3七4(4)

24

指定地域密着
型介護老人福
祉施設入所者
生活介護の取
扱方針

《身体拘束禁止の対象となる具体的行為》　身体拘束ゼロへの手引きより

①徘徊をしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、
　手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、
　車いすテーブルをつける
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪自分の意思で開けることができない居室等に隔離する
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③　介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するととも
に、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における指針に基づき、適正化の徹底を行う。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が指針に基
づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には
必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要となる。
また、研修の実施内容についても記録することが必要。研修の実施は、職員研修施設内での研修で
差し支えない。

(9) 自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(1) 管理者は、介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させ
る。

(2) 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（計画担当介護支援専
門員）は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する
観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設
サービス計画上に位置づけるよう努める。

(3) 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法
により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に
抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解
決すべき課題を把握(アセスメント)を行う。

(4) 計画担当介護支援専門員は、アセスメントに当たっては、入所者及びその家族に面接して行う。
この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分
に説明し、理解を得る。
このため、計画担当介護支援専門員は面接技法等の研鑚に努める。

(5) 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づ
き、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の
方針、生活全般の解決すべき課題、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービス
を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案の作成を行う。

条例第161
条

(6) 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、当該
施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。

(7)　計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、入所者又
はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得る。

説明及び同意を要する地域密着型施設サービス計画の原案とは、いわゆる地域密着型施設サービ
ス計画書の第１表及び第２表（「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につい
て」（平成１１年１１月１２日老企第２９号）に示す標準様式を指す。）に相当するものを指すものであ
る。
また、地域密着型施設サービス計画の原案について、入所者に対して説明し、同意を得ることを義
務づけているが、必要に応じて入所者の家族に対しても説明を行い同意を得ることが望ましい。

条例第161
条
解釈通知第
3七4(5)

(8)　計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該サービス
計画を入所者に交付する。

条例第161
条

(9)　計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後においても、当該サービ
ス計画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行うとともに、入所者
についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行
う。
(10) 計画担当介護支援専門員は、(9)に規定する実施状況の把握（モニタリング）に当たっては、入
所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定
めるところにより行う。
① 定期的に入所者に面接すること
② 定期的にモニタリングの結果を記録すること

(11) 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当
者に対する照会等により地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専
門的な見地からの意見を求める。
① 入所者が要介護更新認定を受けた場合
② 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

(12) (9)に規定する地域密着型施設サービス計画の変更についても、(2)から(8)までの規定を準用し
て行うこと。

条例第161
条
解釈通知第
3七4(5)

25

地域密着型施
設サービス計
画の作成

条例第161
条

24

指定地域密着
型介護老人福
祉施設入所者
生活介護の取
扱方針
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(1)各ユニットにおいて、入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援す
るよう、入居者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行う。

条例第186
条

(2)入居者の日常生活における家事を、入居者がその心身の状況等に応じて、それぞれの役割を
持って行うよう支援を行う。

(3)入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により
入居者に入浴の機会を提供する。
※やむを得ない場合は清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

(4)入居者に対しその心身の状況に応じ、適切な方法により排せつの自立について必要な支援を行
う。
(5)おむつを使用せざるを得ない入居者について、排せつの自立を図りつつ、おむつを適切に取り替
える。
(6)褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備する。

(7)入居者が行う、離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援する。

(8)常時１人以上の介護職員を介護に従事させる。
また、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職員の勤務体制を定める。

条例第186
条
第190条

(9)入居者に対し、その負担により、当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならな
い。ただし、入居者の処遇に直接影響を及ぼさない業務は、この限りではない。（調理、洗濯等）

条例第186
条

(1)栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供する。 条例第187
条

(2)入居者の心身の状況により食事の自立について、必要な支援を行う。

(3)入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況
に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保する。

(4)入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活
室で食事を摂ることを支援する。

(5)調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにする。 解釈通知第
3七5(6)

(6)病弱者に対する献立については、必要に応じ、医師の指導を受ける。

(7)食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすることが望ましいが、早くても午後５時
以降とすること。

(8)食事提供業務を委託する場合には、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、
衛生管理、労働衛生管理について施設自らが行う等、当該施設の管理者が業務遂行上必要な注意
を果たし得るような体制と契約内容により食事サービスの質が確保され、当該施設の最終的責任の
下で第三者に委託する。
(9)食事提供については、入居者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を食事に的確に反
映させるために、居室関係部門と食事関係部門との連絡を十分とること。

(10)入居者に対して、適切な栄養食事相談を行う。

(11)食事内容について、当該施設の医師又は栄養士を含む会議において検討が加えられること。

28
相談及び援助 常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に

対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
条例第164
条

(1)入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自
律的に行うこれらの活動を支援する。

(2)入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族
が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行う。

特に金銭にかかわるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその
都度本人に確認を得る。

(3)常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう
に努める。

(4)入居者の外出の機会を確保するように努める。

29

社会生活上の
便宜の提供等

条例第188
条
解釈通知第
3七5(7)

26

介護

27

食事
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入居者の生活を当該施設内で完結させてしまうことのないよう、入居者の希望や心身の状況を踏ま
えながら、買物や外食、図書館や公民館等の公共施設の利用、地域の行事への参加、友人宅の訪
問、散歩など、入居者に多様な外出の機会を確保するように努める。

入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減
退を防止するための訓練を行う。

なお、機能訓練は、機能訓練室における機能訓練に限るものではなく、日常生活の中での機能訓練
やレクリエーション、行事の実施等を通じた機能訓練を含むものであり、これらについても十分に配
慮する。

31
健康管理 当該施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のた

めの適切な措置を採る。
条例第167
条

(1) 入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね３月
以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に
応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設
に円滑に入所することができるようにする。

条例第168
条

(2) 入所者の入院期間中のベッドは、短期入所生活介護事業等に利用しても差し支えないが、入所
者が退院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は計画的なものとすること。

解釈通知第
3七4(12)

33

緊急時の対応 現に指定地域密着型介護老人福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が
生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５４条第１項第１号に掲げる医師との連携方
法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

条例第168
条の2

34

入所者に関す
る市への通知

入所者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知する。
　ア 正当な理由なしに指定地域密着型介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないこと
により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
　イ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

条例第29条

35

管理者による
管理

　管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者であること。
　ただし、当該施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該
施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。

条例第169
条

(1) 管理者は、当該施設の従業者の管理及びサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状
況の把握その他の管理を一元的に行う。

条例第61条
の11

(2) 管理者は、従業者に、「Ⅳ運営基準」を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

計画担当介護支援専門員は、「地域密着型施設サービス計画の作成」に規定する業務のほか、次
に掲げる業務を行う。

条例第170
条

① 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その
者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況を把握する。

② 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営
むことができるかどうかについて定期的に検討する。

③ その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができる
と認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環
境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行う。

④ 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者
に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携す
る。

⑤ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録す
る。
⑥ 苦情の内容等を記録する。

⑦ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

条例第166
条
解釈通知第
3七4(10)

36

管理者の責務

37

計画担当介護
支援専門員の
責務

29

社会生活上の
便宜の提供等

条例第188
条
解釈通知第
3七5(7)

30

機能訓練

32

入所者の入院
期間中の取扱
い
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次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定める。

・ 施設の目的及び運営の方針
・ 従業者の職種、員数及び職務の内容
・ 入居定員
・ ユニット数及びユニットごとの入居定員
・ 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の
費用の額
・ 施設の利用に当たっての留意事項
・緊急時における対応方法
・ 非常災害対策
・ その他施設の運営に関する重要事項
なお、「その他施設の運営に関する重要事項」として、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくこと
が望ましい。
(1)昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する。 条例第190

条

(2)夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の
勤務に従事する職員として配置する。

(3)ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置する。

(4)当該施設の従業者によってサービスの提供を行う。
※入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。（調理、洗濯等）

(5)従業者に対しその資質の向上のための研修の機会を確保する。

40
定員の遵守 ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。

※災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
条例第191
条

41

非常災害対策 火災、風水害、地震その他の非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連携体
制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。また非常災害に備えるため、定期的に避難、救
出その他必要な訓練を行う。

条例第61条
の15

(1) 入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又
は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行う。

条例第174
条

(2) 当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じる。

① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね３月に
１回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催す
る。また、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底する。

② 施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

③ 介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を
定期的に実施する。

④ ①～③以外に別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に
関する手順に沿った対応を行う。

(3) 調理及び配膳に当たっては、食品衛生法等関係法規に準じて行う。 解釈通知第
3七4(17)

(4) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導
を求めるとともに、常に密接な連携を保つ。

(5) 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、そ
の発生及びまん延を防止するための措置について、別途通知等に基づき、適切な措置を講じる。

(6) 空調設備等により施設内の適温の確保に努める。

(7) 感染対策委員会は幅広い職種（例：施設長（管理者）、事務長、医師、看護職員、介護職員、栄
養士、生活相談員）により構成され、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任
の感染対策担当者を決めること（看護師が望ましい）。

(8) 「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」に、平常時の対策及び発生時の
対応を規定する。（参照：高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版（2019年3月））

条例第189
条
条例施行規
則第13条
解釈通知第
3七5(8)

39

勤務体制の確
保等

42

衛生管理等

条例第174
条
条例施行規
則第16条

38

運営規程
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(9) 「感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容
等の適切な知識を普及・啓発するとともに、施設における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的
なケアの励行を行うものとする。
施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、年２回以上定期的に開催する。
また、新規採用時には必ず感染対策研修を実施する。

研修内容を記録すること。

調理・清掃の受託業者に対しても指針を周知すること。

(1) 入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定める。 条例第175
条

(2) あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努める。

44
掲示 当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。
条例第35条

(1) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはな
らない。

条例第176
条

(2) 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏
らすことがないよう、必要な措置を講じる。

(3) 居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書によ
り入所者の同意を得る。

46
広告 当該施設について、広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものとなってはならない。 条例第37条

(1) 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対
償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

条例第177
条

(2) 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償とし
て、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(1) 提供したサービスに関する入居者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。

条例第39条
解釈通知第
3一4(25)

　苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当
該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを入居者又はそ
の家族にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲示する等を行う。

(2) (1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

(3) 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま
え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行う。

(4) その提供したサービスに関し、法第２３条の規定による市が行う文書その他の物件の提出若しく
は提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、入居者からの苦情に関して市が
行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必
要な改善を行う。
(5) 市町村からの求めがあった場合には、改善内容を市町村に報告する。

(6) その提供したサービスに関する入居者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第
１７６条第１項第３号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規
定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

(7) 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、(6)の改善の内容を国民健康保険団体
連合会に報告すること。

条例第39条

(1) サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は地域
包括支援センターの職員、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者
等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね２月に１回以上開催し、活動状況を報告し、そ
の評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。

条例第61条
の17
解釈通知第
3二の二3(9)

(2) 報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、これを公表する。

(3) 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地
域との交流を図る。

(4) 運営に当たっては、提供したサービスに関する入居者からの苦情に関して、市等が派遣する者
が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努める。

47

居宅介護支援
事業者に対す
る利益供与の
禁止

48

苦情処理

49

地域との連携
等

43

協力病院等

45

秘密保持等

42

衛生管理等
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運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲げる条件を
満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し支えない。
　イ　利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護する。
　ロ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所である。ただし、事業所間のネットワーク形成の
　　　促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在する事業所
　　　であっても差し支えない。

(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が規定された事故発生の防止のための指針の整備
を行う。

条例第178
条

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に当該事実が報告され、そ
の分析を通した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修会を定期的に行う。

(4) 入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市、入居者の家族等に
連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

(5) (4)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行う。

(6) 入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに
行う。

(1) 指定地域密着型介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分する。 条例第42条

(2) 具体的な会計処理の方法については、別に通知された「介護保険の給付対象事業における会計
の区分について」を参考として適切に行うこと。

平13老振18

(1) 従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備すること。 条例第179
条

(2) 入所者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該各号に定める期間保存
すること。

①地域密着型施設サービス計画
　当該計画に基づくサービスの提供に係る地域密着型介護サービス費の支給の日から５年間
②提供した具体的なサービスの内容等の記録
　当該サービスの提供に係る地域密着型介護サービス費の支給の日から５年間
③身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の
記録
　その完結の日から２年間
④利用者に関する市への通知に係る記録
　その完結の日から２年間
⑤苦情の内容等の記録
　その完結の日から２年間
⑥事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
　その完結の日から２年間
⑦運営推進会議への報告、評価、要望、助言等の記録
　その完結の日から２年間

53

暴力団の排除
のための措置

ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、暴力団員等を当該事業所の管理者等にしないこ
とその他の事業所の運営に当たり当該事業所が暴力団又は暴力団員の支配を受けることがないた
めの必要な措置を講じなければならない。

条例第44条

50

事故発生の防
止及び発生時
の対応

51

会計の区分

52

記録の整備

49

地域との連携
等
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介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）で定める事項に変更があったとき、事業を再開
した時は、速やかに（１０日以内に）所定の書類を届け出てください。また、事業を廃止、休止する場
合は、必ずその１か月前までに、所定の書類を届け出てください。

(1) 変更届
①「変更届出書チェック表（密着型全サービス共通」（市のＨＰにあります）に従い、変更後１０日以内
に届け出てください。なお、チェックした当該チェック表の写しも必ず添付してください。
②「介護給付費算定に係る体制等に関する変更届」（加算届）と間違えないよう注意してください。
③法人の役員、管理者及び介護支援専門員が異動した場合は、必ず届け出てください。
④移転、増改築等で設備を変更する場合は、設備基準に合致しているかを確認する必要があります
ので、必ず、工事（購入）等着手前に市と協議してください。
⑥次のような変更については、変更届出は不要です。
1) 介護報酬改定に伴う利用料金の変更
2) 運営規程に記載している従業者数の変更
3) 上記③に記載している職種以外の従業者の変更
⑦上記③により届出を要する介護支援専門員も含め、看護職員、生活相談員及び機能訓練指導員
など資格等を要する職種に異動があった場合は、必ず当該資格証等を確認し、その証書類の写しを
保管しておいてください。また、出勤簿や給与台帳、勤務割表等、従業者に関する諸記録も、必ず整
備・保管しておいてください。
⑧上記の変更に伴い、業務管理体制の届出事項に変更が生じる場合（法人名称、法人の本社所在
地、代表者の住所・氏名・生年月日、法令遵守責任者等の氏名・生年月日等が変更する場合）は、
業務管理体制の変更届出が別途必要となりますが、居宅サービスについては提出先は久留米市で
はなく福岡県、地域密着型サービスについては、法人が久留米市内の地域密着型サービス事業所
しか運営していない場合のみが久留米市あてとなりますので、ご注意ください。

(2) 廃止・休止・再開届　/　指定辞退届出書
①辞退又は休止しようとする時はその１か月前までに届出を行ってください。
　再開しようとするときはその２か月前までに、必ず市に連絡してください。
②辞退・休止の際は、あらかじめ担当ケアマネジャーや市に辞退・休止の予定日を連絡し、現にサー
ビスを受けている利用者が同等のサービスを引き続き受けることができるよう、引継ぎを含めた適切
な措置を講じなければなりません。
③再開の際は、新規申請と同等の書類提出を求め、審査を行います。

Ⅴ　変更の届出等

54

変更の届出等 介護保険法
第78条の8
介護保険法
施行規則
第131条の
13
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介護給付費の算定及び取扱い 

 

   第Ⅰ 指定地域密着型サービスの介護報酬の通則 

第Ⅱ 基本報酬 

   第Ⅲ 加算減算等 

- 13 -



介護給付費の算定及び取扱い 

注１ ××××××××××××××

××××××××××××××××× 

 ×××××××××××××××

×××××××××××××××

×× 

×××× 
【基準等告示】 

・厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に

関する基準(平成 12年 2月 10日厚生省告示第 29号) 

・厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等 

（平成 27年 3月 23日厚生労働省告示第 94号） 

・厚生労働大臣が定める基準 

（平成 27年 3月 23日厚生労働省告示第 95号） 

・厚生労働大臣が定める施設基準 

（平成 27年 3月 23日厚生労働省告示第 96号） 

【留意事項通知】 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予

防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成 18年 3月 31日老計発 0331005号・老振発 0331005号・老老発 0331018 号） 

【凡例】 

 

１．「●××××」には報酬や加算減算などの名称等を記載しています。 

 

２．     には、１の報酬や加算減算に係る上記報酬告示の内容を記載しています。 

 

３．     には、２の報酬告示の内容に係る上記基準告示の内容を記載しています。 

 

４．「◇××××」以下には、当該報酬や加算減算に係る留意事項通知の内容を記載しています。 

 

 

【報酬告示】 

・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成 18年 3月 14日厚生労働省告示第 126号） 

・指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 

（平成 18年 3月 14日厚生労働省告示第 128号） 

 

－資料の見方について－ 

 

 

 

 

      

 

イ．×××× 

   (１)×××××××× 

  ●×××× 

     

 

 

 

 

  ◇×××× 

   ×××××××××××××××××× 

×××××××××× 
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Ⅰ．指定地域密着型サービスの介護報酬の通則                             

 

●指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 

(１) 算定上における端数処理について 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数

については「切り捨て」とする。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードを基本と

して作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整数値）であ

る。 

(２) サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定

施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指

定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しな

いものであること。ただし、指定特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生

活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えな

いものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間

については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所

介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、

夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能

型居宅介護及び複合型サービス費は算定しないものであること。 

なお、小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問看護費、訪問リ

ハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サー

ビス並びに指定地域密着型サービスに係る費用の額は算定しないものであること。 

なお、看護小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問リハビリテ

ーション費、居宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並び

に指定地域密着型サービスに係る費用の額は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービ

スの所定単位数は算定できない。 

(３) 施設外泊時等における地域密着型サービスの算定について 

施設入所（入院）者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設

の試行的退所を行っている場合には、地域密着型サービスは算定できない。 

(４) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただ

し、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は夜間対応型訪問介護と訪問看護

を、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容

に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合

に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。 

(５) 入所等の日数の数え方について 

①  入居又は入所の日数については、原則として、入所等した日及び退所等した日

の両方を含むものとする。 

②  ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業
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所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設

又は介護保険施設（以下②及び③において「介護保険施設等」という。）の間で、

又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であって相互に職員の

兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一の介護保険施設等

から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等する場合については、入

所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、例えば、短期入所生活

介護の利用者がそのまま指定地域密着型介護老人福祉施設に入所したような場

合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定しない。 

③  なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内

にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるも

の（以下「医療保険適用病床」という。）又は当該介護保険施設等と隣接若しく

は近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該

介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの

（以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。）に入院する場

合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、介護保険施設等においては退所

等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日

に介護保険施設等に入所等する場合（同一医療機関内の転棟の場合を含む。）は、

介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。 

④  厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに

通所介護費等の算定方法（平成 12年厚生省告示第 27 号。以下「通所介護費等の

算定方法」という。）の適用に関する平均利用者数等の算定においては、入所等

した日を含み、退所等した日は含まないものとする。 

(６) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

①  小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護について当該事業所

の登録定員を上回る高齢者を登録させている場合、並びに認知症対応型通所介護、

認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついて当該事業所又は施設の利用者等の定員を上回る利用者等を入所等させて

いる場合（いわゆる定員超過利用の場合）においては、介護給付費の減額を行う

こととし、通所介護費等の算定方法において、定員超過利用の基準及び単位数の

算定方法を明らかにしているところであるが、適正なサービスの提供を確保する

ための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。 

②  この場合の登録者、利用者又は入所者（以下「利用者等」という。）の数は、１

月間（暦月）の利用者等の数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者等の数

の平均は、当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数とする。こ

の平均利用者数等の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。 

③  利用者等の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該

当することとなった事業所又は施設については、その翌月から定員超過利用が解

消されるに至った月まで、利用者等の全員について、所定単位数が通所介護費等

の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに

至った月の翌月から通常の所定単位数が算定される。 

④  市町村長は、定員超過利用が行われている事業所又は施設に対しては、その解

消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、定員超過利用が２月以上継続す
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る場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

⑤  災害（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、虐待を含む。）

の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用

が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継

続することがやむを得ないと認められる場合は翌月も含む。）の翌月から所定単

位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月

まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた月の翌々月から

所定単位数の減算を行うものとする。 

(７) 常勤換算方法による職員数の算定方法について 

暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤

務すべき時間で除することによって算定するものとし、小数点第２位以下を切り捨

てるものとする。なお、やむを得ない事情により、配置されていた職員数が一時的

に１割の範囲内で減少した場合は、１月を超えない期間内に職員が補充されれば、

職員数が減少しなかったものとみなすこととする。 

(８) 人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について 

①  地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知

症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、当該事

業所又は施設の職員の配置数が、人員基準上満たすべき員数を下回っているいわ

ゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減額を行うこととし、通所介護費等の算

定方法において、人員基準欠如の基準及び単位数の算定方法を明らかにしている

ところであるが、これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、

人員基準欠如の未然防止を図るよう努めるものとする。 

②  人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前

年度（毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日をもって終わる年度とする。以下同

じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による。）。こ

の場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者等の延数（小規模多機能型居宅

介護及び看護小規模多機能型居宅介護については、１日ごとの同時に通いサービ

スの提供を受けた者（短期利用居宅介護費を算定する者を含む。）の数の最大値

を合計したもの）を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数

等の算定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 

③  看護・介護職員の人員基準欠如については、 

イ. 人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月

から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所

定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、 

ロ. １割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消され

るに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算

定方法に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日におい

て人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。 

ハ. 小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び複合

型サービス事業所については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成 18 年厚生労働省令第 34 号。以下「指定地域
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密着型サービス基準」という。）第 63 条第１項に規定する小規模多機能型

居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる者に限る。）、

同令第 90 条第１項に規定する介護従業者及び同令第 171 条第１項に規定

する看護小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスの

提供に当たる者に限る。）は前記イ及びロにより取り扱うこととする。なお、

小規模多機能型居宅介護従業者及び看護小規模多機能型居宅介護従業者に

ついては、指定地域密着型サービス基準第 63 条第４項の看護師又は准看護

師の人員基準欠如に係る減算の取扱いは④、同条第１項の夜間及び深夜の勤

務又は宿直勤務を行う職員並びに同条第７項に規定するサテライト型小規

模多機能型居宅介護事業所（以下「サテライト型小規模多機能型居宅介護事

業所」という。）の訪問サービスの提供に当たる職員並びに指定地域密着型

サービス基準第 171 条第１項の夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職

員並びに同条第８項に規定するサテライト型看護小規模多機能型居宅介護

事業所（以下「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」という。）

の訪問サービスの提供に当たる職員の人員基準欠如に係る減算の取扱いは

⑤を参照すること。 

④  看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如

が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護

費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される（ただし、翌月の末日

において人員基準を満たすに至っている場合を除く。）。小規模多機能型居宅介

護事業所並びに看護小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員及

びサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所並びにサテライト型看護小規模

多機能型居宅介護事業所における指定地域密着型サービス基準第 63 条第 12 項

に規定する研修修了者並びに認知症対応型共同生活介護事業所における計画作

成担当者が必要な研修を修了していない場合及び認知症対応型共同生活介護事

業所における計画作成担当者のうち、介護支援専門員を配置していない場合に

ついても、同様の取扱いとする。ただし、都道府県（指定都市を含む。以下同

じ。）における研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の離職等により人

員基準欠如となった場合に、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介

護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村からの推薦

を受けて都道府県に研修の申込を行い、当該介護支援専門員又は当該計画作成

担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了する

までの間は減算対象としない取扱いとする。なお、当該介護支援専門員又は当

該計画作成担当者が受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算

定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととするが、

当該介護支援専門員等が研修を修了しなかった理由が、当該介護支援専門員等

の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないものである場合

であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれ

る介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は

減算対象としない取扱いとすることも差し支えない。 

⑤  地域密着型サービス基準第 63 条第１項及び第 171 条第１項の夜間及び深夜の
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勤務又は宿直勤務を行う職員並びにサテライト型指定小規模多機能型居宅介護

事業所の訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者又はサテ

ライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスの提供に当た

る看護小規模多機能型居宅介護従業者の人員基準欠如については、ある月にお

いて以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の全

員について、減算することとする。 

イ. 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準

に定める員数に満たない事態が２日以上連続して発生した場合 

ロ. 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が地域密着型サービス基準

に定める員数に満たない事態が４日以上発生した場合 

⑥  市町村長は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、職員の増員、利用定員

等の見直し、事業の休止等を指導すること。当該指導に従わない場合には、特

別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 

(９) 夜勤体制による減算について 

①  認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

ついては、夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の所定単位数の減算に係

る規定（厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（平成

12年厚生省告示第 29 号。以下「夜勤職員基準」という。））を置いているところ

であるが、これらの規定は、夜間の安全の確保及び利用者等のニーズに対応し、

適正なサービスの提供を確保するための規定であり、夜勤を行う看護職員又は介

護職員の員数不足の未然防止を図るよう努めるものとする。 

②  夜勤を行う職員の員数が基準に満たない場合の減算については、ある月（暦月）

において以下のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において利用者等の

全員について、所定単位数が減算されることとする。 

イ. 夜勤時間帯（午後 10 時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する 16

時間をいい、原則として事業所又は施設ごとに設定するものとする）におい

て夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満たない事態が２日以

上連続して発生した場合 

ロ. 夜勤時間帯において夜勤を行う職員数が夜勤職員基準に定める員数に満た

ない事態が４日以上発生した場合 

③  夜勤を行う職員の員数の算定における利用者等の数については、(８)②を準用

すること。この場合において「小数点第２位以下」とあるのは「小数点以下」と

読み替えるものとすること。 

④  市町村長は、夜勤を行う職員の不足状態が続く場合には、夜勤を行う職員の確

保を指導し、当該指導に従わない場合は、指定の取消しを検討すること。 

(１０) 新設、増床又は減床の場合の利用者数等について 

人員基準欠如及び夜勤を行う職員の員数の算定に関しては、 

イ. 新設又は増床分のベッドに関して、前年度において１年未満の実績しかない場合

（前年度の実績が全くない場合を含む。）の利用者数等は、新設又は増床の時点

から６月未満の間は、便宜上、ベッド数の 90％を利用者数等とし、新設又は増

床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６月における全利用者等の延数

を６月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過し
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ている場合は、直近１年間における全利用者等の延数を１年間の日数で除して

得た数とする。 

ロ. 減床の場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床後の延利用者数を延

日数で除して得た数とする。 

(１１) 市町村が独自に定める介護報酬の設定 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、小規模多機能型

居宅介護費及び複合型サービス費については、介護保険法第 42条の２第４項の規定

に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の範囲内で、市町村が通常

の報酬よりも高い報酬（以下「市町村独自報酬」という。）を算定できることとして

いる。この取扱いについては、厚生労働大臣が定める指定地域密着型サービス費の

額の限度に関する基準（平成 24 年厚生労働省告示第 119 号）に定めるとおりとし、

具体的な取扱いについては次のとおりとする。 

①  市町村独自報酬については、加算方式とし、市町村は当該加算に係る要件及び

単位数を定めること。 

②  ①の要件については、地域密着型サービス基準に規定された内容を下回る要件

としてはならないこと。 

③  ①の単位数については、一の要件につき 50の倍数となる単位数とし、一の利用

者に対して算定される単位数の上限は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費に

ついては 500 単位、夜間対応型訪問介護費については 300 単位、小規模多機能型

居宅介護費及び複合型サービス費については 1,000 単位を超えてはならないこ

と。 

④  ①の要件について、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する

基準（平成 18 年厚生労働省告示第 126 号。以下「報酬告示」という。）に規定す

る加算の要件を下回る要件とする場合、報酬告示において定める当該加算に係る

単位数を超えることは認められないこと。 

⑤  市町村は、市町村独自報酬を定めるに当たっては、あらかじめ市町村に設置さ

れた地域密着型サービス運営委員会等を活用するなど、当該市町村が行う介護保

険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、学識経験を有する者の知見の活

用を図るために必要な措置を講じなければならないこと。 

⑥  市町村は、市町村独自報酬を設定したときは、その内容を公表し、当該市町村

の長が指定した定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護

事業所、小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規模多機能型居宅介護事業所

に周知するとともに、各都道府県の国民健康保険団体連合会に対し報告を行うこ

と。 

(１２) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について 

①  加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用につ

いて」（平成５年 10 月 26 日老健第 135 号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定

する「認知症高齢者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用

いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見

書（以下この号において「判定結果」という。）を用いるものとする。 

②  ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サ

ービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介
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護認定等の実施について」（平成 21 年９月 30 日老発 0930 第５号厚生労働省老健

局長通知）に基づき、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に規

定する「主治医意見書」中「３心身の状態に関する意見(１)日常生活の自立度等

について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、

複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

③  医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られてい

ない場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定

調査員が記入した同通知中「２(４)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認

定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用い

るものとする。 

(１３) 栄養管理について 

介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身の状況に応じた栄養

状態の管理を適切に実施すること。特に、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護においては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄

養量及び内容の食事提供を行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理

を行うこと。 

 

 

 

 

Ⅱ．基本報酬                             

 

●ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

ロ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

（１）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ）（１日につき） 

（一）要介護１ ６４６単位 

（二）要介護２ ７１４単位 

（三）要介護３ ７８７単位 

（四）要介護４ ８５７単位 

（五）要介護５ ９２５単位 

（２）ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ）（１日につき） 

（一）要介護１ ６４６単位 

（二）要介護２ ７１４単位 

（三）要介護３ ７８７単位 

（四）要介護４ ８５７単位 

（五）要介護５ ９２５単位 

 

◇所定単位数を算定するための施設基準について 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費の所定単位数を算定するためには、介

護職員及び看護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほか、介護支援専門員に

ついて、人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施設基準第３８号）。 
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注１ イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして市

町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第

１３０条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）に

おいて、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（同項に規定する指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該

施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所

者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の１００分の９７

に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は看護職員、介護職員若しくは介

護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労

働大臣が定めるところにより算定する。 

【厚生労働大臣が定める施設基準】（９６号告示第３８号） 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

ａ ロ（１）a に規定する施設基準に該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設であ

ること。 

ｂ 介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、入居者の数が３又はその端数を増

すごとに１以上であること。 

ｃ 通所介護費等の算定方法第十号ハに規定する基準に該当していないこと。 

※定員超過及び人員基準欠如に該当しないこと。 

※ロ（１）a 経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の施設基準 

 

【厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準】（２９号告示第４号） 

ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定すべき指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

第１号ロ（２）の規定を準用する。 

※第１号ロ（２） 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であること 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９６号告示第３９号） 

ハ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ）又はユニット型経

過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅰ）を算定すべき指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 

ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イに掲

げる居室をいう。ニにおいて同じ。）（同号イ（３）（i）を満たすものに限る。）の入

居者に対して行われるものであること。 

ニ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ）又はユニット型経

過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費（Ⅱ）を算定すべき指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準 
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ユニットに属する居室（指定地域密着型サービス基準第百六十条第一項第一号イ（３）

（ii）を満たすものに限り、同号イ（３）（i）を満たすものを除く。）の入居者に対

して行われるものであること。 

※同号イ（３）（ⅰ） １０．６５平方メートル以上とすること。ただし、（1）ただし書の場合にあっ

ては、２１．３平方メートル以上とすること。 

※イ（３）（ⅱ） ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確

保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支え

ない。 
 

 

◇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定するための基準について 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費は、施設基準第３９号に規定する基準に

従い、以下の通り、算定すること。 

 イ 略 

 ロ 略 

ハ 施設基準第３９号ハに規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が、ユニットに属する居室（指定地域

密着型サービス基準第１６０条第１項第１号イ（３）（ⅰ）（指定地域密着型サービ

ス基準附則第１１条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）を満たす

ものに限る。）（以下｢ユニット型個室｣という。）の入居者に対して行われるもので

あること。 

ニ 施設基準第３９号ニに規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護が、ユニットに属する居室（指定地域

密着型サービス基準第１６０条第１項第１号イ（３）（ⅱ）を満たすものに限るもの

とし、同（ⅰ）（指定地域密着型サービス基準附則第１１条第１項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）を満たすものを除く。）（以下｢ユニット型準個室｣と

いう。）の入居者に対して行われるものであること。 

 

◇やむを得ない措置等による定員の超過 

原則として入所者数（空床利用型の短期入所生活介護の利用者数を含む。）が入所定員

を超える場合は、定員超過利用による減算の対象となり、所定単位数の１００分の７０を

乗じて得た単位数を算定することとなるが、①及び②の場合においては、入所定員に   

１００分の１０５を乗じて得た数（入所定員が４０人を超える場合にあっては、利用定員

に２を加えて得た数）まで、③の場合にあっては、入所定員に１００分の１０５を乗じて

得た数までは減算が行われないものであること（通所介護費等の算定方法第１０号イ）。

なお、この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員

超過利用を解消する必要があること。 

① 老人福祉法第１１条第１項第２号の規定による市町村が行った措置による入所（同法

第１０条の４第１項第３号の規定による市町村が行った措置により当該指定地域密着型

介護老人福祉施設において空床利用型の短期入所生活介護の利用が行われる場合を含

む。）によりやむを得ず入所定員を超える場合 

② 当該施設の入所者であったものが、指定地域密着型サービス基準第１４５条の規定に

よる入院をしていた場合に、当初の予定より早期に施設への再入所が可能となったとき
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であって、その時点で当該施設が満床だった場合（当初の再入所予定日までの間に限る。） 

③ 近い将来、地域密着型介護老人福祉施設本体に入所することが見込まれる者がその家

族が急遽入院したことにより在宅における生活を継続することが困難となった場合など、

その事情を勘案して施設に入所をすることが適当と認められる者が、地域密着型介護老

人福祉施設（当該施設が満床である場合に限る。）に入所し、併設される短期入所生活

介護事業所の空床を利用して地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けること

により、地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を超過する場合 

 

●外泊時費用 

注１５ 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合及び入所者に対して居宅におけ

る外泊を認めた場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につき 

２４６単位を算定する。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は、算定できない。 

 

◇入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について 

① 注１５により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は外泊の期間は初日及び

最終日は含まないので、連続して７泊の入院又は外泊を行う場合は、６日と計算される

こと。 

 （例） 

  入院又は外泊期間：３月１日～３月８日（８日間） 

  ３月１日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定 

  ３月２日～３月７日（６日間）……１日につき２４６単位を算定可 

  ３月８日 入院又は外泊の終了……所定単位数を算定 

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、退所した日の外泊時の費

用は算定できる。また、入所者の外泊の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合

には、入院日以降については外泊時の費用は算定できない。 

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の費用の算定期間中にあっ

ては、当該入所者が使用していたベッドを他のサービスに利用することなく空けておく

ことが原則であるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に活

用することは可能であること。ただし、この場合に入院又は外泊時の費用は算定できな

いこと。 

④ 入院又は外泊時の取扱い 

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、１回の入院又は外泊で月をまたがる

場合は、最大で連続１３泊（１２日分）まで入院又は外泊時の費用の算定が可能

であること。 

  （例）月をまたがる入院の場合 

   入院期間：１月２５日～３月８日 

    １月２５日 入院        ……所定単位数を算定 

    １月２６日～１月３１日（６日間）……１日につき２４６単位を算定可 

    ２月 １日～２月 ６日（６日間）……１日につき２４６単位を算定可 

    ２月 ７日～３月 ７日     ……費用算定不可 

    ３月 ８日 退院        ……所定単位数を算定 

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又はその家族と旅行に行
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く場合の宿泊等も含むものであること。 

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービス費は算定されない

ものであること。 

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等への連絡調整、情報

提供などの業務にあたること。 

 

●外泊時に在宅サービスを利用したときの費用  

 

◇外泊時在宅サービス利用の費用について 

① 外泊時在宅サービスの提供を行うに当たっては、その病状及び身体の状況に照らし、医

師、看護・介護職員、支援相談員、介護支援専門員等により、その居宅において在宅サ

ービス利用を行う必要性があるかどうか検討すること。 

② 当該入所者又は家族に対し、この加算の趣旨を十分説明し、同意を得た上で実施するこ

と。 

③ 外泊時在宅サービスの提供に当たっては、地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門

員が、外泊時利用サービスに係る在宅サービスの計画を作成するとともに、従業者又は

指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行い、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮した計

画を作成すること。 

④ 家族等に対し次の指導を事前に行うことが望ましいこと。 

イ 食事、入浴、健康管理等在宅療養に関する指導 

ロ 当該入所者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位

変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練の指導 

ハ 家屋の改善の指導 

ニ 当該入所者の介助方法の指導 

⑤ 外泊時在宅サービス利用の費用の算定期間中は、施設の従業者又は指定居宅サービス事

業者等により、計画に基づく適切な居宅サービスを提供することとし、居宅サービスの

提供を行わない場合はこの加算は対象とならないこと。 

⑥ 加算の算定期間は、１月につき６日以内とする。また、算定方法は、８の(15)の①、②

及び④を準用する。 

⑦ 利用者の外泊期間中は、当該利用者の同意があれば、そのベッドを短期入所生活介護に

活用することは可能であること。この場合において外泊時在宅サービス利用の費用を併

せて算定することはできないこと。 

 

 

 

 

 

注１６ 入所者に対して居宅における外泊を認め、指定地域密着型介護老人福祉施設が居

宅サービスを提供する場合は、１月に６日を限度として所定単位数に代えて１日につ

き５６０単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定せず、注１５に掲げ

る単位を算定する場合は算定しない。 
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Ⅲ．加算減算等                            

 

●ユニットにおける職員に係る減算 

注３ ロ及びニについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、１日につ

き所定単位数の１００分の９７に相当する単位数を算定する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９６号告示第４０号 準用第１１号） 

イ 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置す

ること。 

ロ ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 
 

◇ユニットにおける職員に係る減算について 

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準に満たない場合の減算に

ついては、ある月（暦月）において基準に満たない状況が発生した場合に、その翌々月か

ら基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定単位数が

減算されることとする。（ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を

除く。）。 

 

●身体拘束廃止未実施減算 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし

て、所定単位数の１００分の１０に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６３号） 

指定地域密着型サービス基準第１３７条第５項及び第６項又は第１６２条第７項及び

第８項に規定する基準 

※指定地域密着型サービス基準第１３７条第５項及び第６項又は第１６２条第７項及

び第８項 

（ユニット型）指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（ユニット型）指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

（一）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（二）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（三）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。 
 

 

◇身体拘束廃止未実施減算について 

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合では

なく、指定地域密着型サービス基準第１３７条第５項又は第１６２条第５項の記録（指定

地域密着型サービス基準第１３７条第４項又は第１６２条第５項に規定する身体拘束等を

行う場合の記録）を行っていない場合及び第１３７条第６項又は第１６２条第６項に規定

する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。

具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会

を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない
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又は身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速

やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく

改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月

までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。 

 

●日常生活継続支援加算 

注５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た

指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

（１） 日常生活継続支援加算（Ⅰ） ３６単位 

（２） 日常生活継続支援加算（Ⅱ） ４６単位 

 

【厚生労働大臣が定める施設基準】（９６号告示第４１号） 

イ 日常生活継続支援加算（Ⅰ）を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の施設基準 

（１） 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又は経過的地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

（２） 次のいずれかに該当すること。 

a 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数のう

ち、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割合が１００分の

７０以上であること。 

b 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数のう

ち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから

介護を必要とする認知症である者の占める割合が１００分の６５以上である

こと。 

c 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）第１

条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合が入所者の１００分の１５

以上であること。 

（３）  介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入所者の数が６又はその端数を増すご

とに１以上であること。 

（４）  通所介護費等の算定方法第１０号に規定する基準に該当していないこと。 

ロ 日常生活継続支援加算（Ⅱ）を算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の施設基準 

（１） ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型経

過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

（２） イ（２）から（４）までに該当するものであること。 

  

 

◇日常生活継続支援加算について 

① 注５の日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、地域密着型介護老人福

祉施設への入所の必要性が高いと認められる重度の要介護状態の者や認知症である者

等を積極的に入所させるとともに、介護福祉士資格を有する職員を手厚く配置し、質の
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高い地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することにより、そうした入所

者が可能な限り個人の尊厳を保持しつつ日常生活を継続することができるよう支援す

ることを評価するものである。 

② 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を

必要とする認知症である者」とあるのは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当

する者をいう。 

③ 算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の総数における要介

護４又は５の者の割合及び日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認

められることから介護を必要とする認知症である者の割合を算出する際には、対象とな

る新規入所者ごとのその入所の日における要介護度及び日常生活自立度の判定結果を

用いること。また、届出を行った月以降においても、毎月において直近６月間又は１２

月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが必要である。これらの割合

については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第

１の５の届出を提出しなければならない。 

※第１の５の届出 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくな

ることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算

定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。また、この場合におい

て、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費

は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消

しをもって対処すること。 

④ 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）第１条各号に

掲げる行為を必要とする者の占める割合については、届出日の属する月の前３月のそれ

ぞれの末日時点の割合の平均について算出すること。また、届出を行った月以降におい

ても、毎月において直近３月間のこれらの割合がそれぞれ所定の割合以上であることが

必要である。これらの割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った

場合については、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。 

⑤ 当該加算の算定を行うために必要となる介護福祉士の員数を算出する際の入所者数に

ついては、第２の１（８）②を準用すること。また、介護福祉士の員数については、届

出日前３月間における員数の平均を、常勤換算方法を用いて算出した値が、必要な人数

を満たすものでなければならない。さらに、届出を行った月以降においても、毎月にお

いて直近３月間の介護福祉士の員数が必要な員数を満たしていることが必要であり、必

要な人数を満たさなくなった場合は、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。

なお、介護福祉士については、その月の前月の末日時点で資格を取得している者とする

こと。 

※第２の１（８）② 

  人員基準上満たすべき職員の員数を算定する際の利用者数等は、当該年度の前年度（毎年４月１日に

始まり翌年度３月３１日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の平均を用いる（ただし、新規開設

又は再開の場合は推定数による。）。この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利用者数等の延数（小

規模多機能型居宅介護及び複合型サービスについては、１日ごとの同時に通いサービスの提供を受けた

者の数の最大値を合計したもの）を当該前年度の日数で除して得た数とする。この平均利用者数等の算

定に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。 
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⑥ 当該加算を算定する場合にあっては、ツのサービス提供体制強化加算は算定できない。 

 

●看護体制加算 （１日につき） 

注６ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た

指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該施設基準に掲げる区分に従い、１

日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 

（１） 看護体制加算（Ⅰ）イ １２単位 

（２） 看護体制加算（Ⅰ）ロ  ４単位 

（３） 看護体制加算（Ⅱ）イ ２３単位 

（４） 看護体制加算（Ⅱ）ロ  ８単位 

 

【厚生労働大臣が定める施設基準】（９６号告示第４２号） 

イ  看護体制加算（Ⅰ）イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の施設基準 

（１）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費又はユニット型地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護費を算定していること。 

（２）常勤の看護師を１名以上配置していること。 

（３）通所介護費等の算定方法第１０号に規定する基準に該当していないこと。 

ロ  略 

ハ  看護体制加算（Ⅱ）イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護の施設基準 

（１） イ（１）に該当するものであること。 

（２） 看護職員を常勤換算方法で２名以上配置していること。 

（３） 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看護職員により、又は病院若しく

は診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員との連携により、２４時間

連絡できる体制を確保していること。 

（４） イ（３）に該当するものであること。 

ニ  略 

   

 

◇看護体制加算について 

① 短期入所生活介護の事業所を併設している場合は、短期入所生活介護事業所とは別に、

それぞれ必要な数の看護職員を配置する必要がある。具体的には、以下のとおりとする。 

イ 看護体制加算（Ⅰ）については、併設の短期入所生活介護事業所における看護師

の配置にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設として別に１名以上の常勤の看

護師の配置を行った場合に算定が可能である。 

ロ 看護体制加算（Ⅱ）については、併設の短期入所生活介護事業所における看護職

員の配置にかかわらず、看護職員の地域密着型介護老人福祉施設における勤務時間

を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間

数が３２時間を下回る場合は３２時間を基本とする。）で除した数が、入所者の数

が２５又はその端数を増すごとに１以上となる場合に算定が可能である。 

② 特別養護老人ホームの空床を利用して短期入所生活介護を行っている場合にあっては、
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地域密着型介護老人福祉施設の入所者と短期入所生活介護の利用者を合算したものを

「入所者数」として取り扱い、一体的に加算を行うこと。 

③ 看護体制加算（Ⅰ）イ及び看護体制加算（Ⅱ）イ又は看護体制加算（Ⅰ）ロ及び看護

体制加算（Ⅱ）ロは、それぞれ同時に算定することが可能である。この場合にあっては、

看護体制加算（Ⅰ）イ又はロにおいて加算の対象となる常勤の看護師についても、看護

体制加算（Ⅱ）イ又はロにおける看護職員の配置数の計算に含めることが可能である。 

④ 「２４時間連絡できる体制」とは、施設内で勤務することを要するものではなく、夜

間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤す

る体制をいうものである。具体的には、 

イ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間における連絡・

対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなさ

れていること。 

ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介

護職員による入所者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に

連絡するか）がなされていること。 

ハ 施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、イ及びロの内容が周知され

ていること。 

ニ 施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等に

より入所者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引

継を行うこと。 

 といった体制を整備することを想定している。 

 

●夜勤職員配置加算 

注７ 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものと

して市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、当該基準に掲

げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 

（１） 夜勤職員配置加算（Ⅰ）イ ４１単位 

（２） 夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ １３単位 

（３） 夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ ４６単位 

（４） 夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ １８単位 

（５） 夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ ５６単位 

（６） 夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ １６単位 

（７） 夜勤職員配置加算（Ⅳ）イ ６１単位 

（８） 夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロ ２１単位 

【厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準】（２９号告示第４号

ハ） 

（１） 夜勤職員配置加算（Ⅰ）イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（一） 略 

（二） 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第一号ロ（１）に規定する夜勤
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を行う介護職員又は看護職員の数に一を加えた数以上であること。ただ

し、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第一号ロ（１）に

規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に１０分の９を加えた数

以上であること。 

a. 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人

福祉施設の入所者の１００分の１５以上の数設置していること。 

b. 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検

討等が行われていること。 

（２） 略 

（３） 夜勤職員配置加算（Ⅱ）イを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（一） 略 

（二） 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、第１号ロ（２）に規定する夜勤

を行う介護職員又は看護職員の数に１を加えた数以上であること。ただ

し、次に掲げる要件のいずれにも適合している場合は、第１号ロ（２）に

規定する夜勤を行う介護職員又は看護職員の数に１０分の９を加えた数

以上であること。 

a. 入所者の動向を検知できる見守り機器を、当該指定地域密着型介護老人 

福祉施設の入所者の数の１００分の１５以上の数設置していること。 

b. 見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検 

討等が行われていること。 

（４） 夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロを算定すべき指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準  略 

（５） 夜勤職員配置加算（Ⅲ）イを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設入所者生

活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（一） （１）（一）及び（二）に該当するものであること。 

（二） 第一号ハ（３）（二）及び（三）に該当するものであること。 

（６） 夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設入所者生

活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（一） （２）（一）及び（二）に該当するものであること。 

（二） 第一号ハ（３）（ニ）及び（三）に該当するものであること。 

（７） 夜勤職員配置加算（Ⅳ）イを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設入所者生

活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（一） （３）（一）及び（二）に該当するものであること。 

（二） 第一号ハ（３）（ニ）及び（三）に該当するものであること。 

（８） 夜勤職員配置加算（Ⅳ）ロを算定すべき指定地域密着型介護福祉施設入所者生

活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（一） （４）（一）及び（二）に該当するものであること。 

（二） 第一号ハ（３）（ニ）及び（三）に該当するものであること。 

 

※第一号ロ（１） 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を

行う職員の勤務条件に関する基準 
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（一） 当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第１２１条第２項の

規定の適用を受ける特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホー

ム（特別養護老人ホームの設備および運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４

６号）第３２条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）を

除く。以下同じ。）である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条

件に関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 

ａ～ｅ（略） 

（二） 当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所（指定居宅サービス基準第１２

１条第４項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。）である場合の指定短期入所

生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。 

a. 併設本体施設（指定居宅サービス基準第１２４条第４項に規定する併設本体施設

をいう。以下この（ニ）及び（２）において同じ。）が特別養護老人ホームで

ある場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

（一）の規定を準用する。 

b. 併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活

介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該ユニット型特別養護老人ホーム

の入居者の数の合計数が２０又はその端数を増すごとに１以上であること。 

c. ａ又はｂ以外の場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関

する基準 

i. 利用者の数が２５以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要と

される数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、１以上 

ii. 利用者の数が２６以上６０以下の併設事業所にあっては、併設本体施設とし

て必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、２以上 

iii. 利用者の数が６１以上８０以下の併設事業所にあっては、併設本体施設と

して必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて３以上 

iv. 利用者の数が８１以上１００以下の併設事業所にあっては、併設本体施設と

して必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、４以上 

v. 利用者の数が１０１以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要

とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、４に、利用者の

数が１００を超えて２５又はその端数を増すごと１を加えて得た数以上 

※第一号ロ（２） 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する

基準 

 併設本体施設が特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う

職員の勤務条件に関する基準 

（一） 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、ユニット型指定短期入所生活介護の

利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が２０又はその

端数を増すごとに１以上であること。 

（二） （一）以外の場合のユニット型指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務
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条件に関する基準 

     ２のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が１以上であるこ

と。ただし、併設本体施設がユニット型特別養護老人ホームである場合は、当該

ユニットの数は併設ユニット型事業所（指定居宅サービス基準第１４０条の４第

４項に規定する併設ユニット型事業所をいう。）のユニットの数及び当該ユニット

型特別養護老人ホームのユニットの数の合計数を基礎として算出することとす

る。 

※第一号ハ（３） 夜勤職員配置加算（Ⅲ）を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を 

行う職員の勤務条件に関する基準 

（ニ） 夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置し

ていること。 

a. 介護福祉士（介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 

（平成２３年法律第７２号）附則第１３条第１項に規定する特定登録者（ｂにおい

て「特定登録者」という。）及び同条第９項に規定する新特定登録者（ｃにおいて

「新特定登録者」という。）を除く。）であって、社会福祉士及び介護福祉施行規則

（昭和６２年厚生省令第４９号）第１条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に

係る実地研修を終了している者 

b. 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正 

する法律附則第１３条第５項に規定する特定登録証の交付を受けているもの 

c. 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改 

正する法律附則第１３条第１１項において準用する同条第５項に規定する新特定

登録証の交付を受けている者 

d. 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）附則第３条第１項に規定

する認定特定行為業務従事者 

（三） （ニ）ａ、ｂ又はｃに該当する職員を配置する場合にあっては喀痰吸引等業務の登

録（社会福祉士及び介護福祉士法第４８条の３第１項に規定する登録をいう。）を

（ニ）ｄに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務（社会福祉士及び

介護福祉士法附則第２０条第１項に規定する特定行為業務をいう。）の登録（社会

福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第１項に規定する登録をいう。）を受けてい

ること。 

 

◇夜勤職員配置加算について 

① 夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤職員数とする。１日平均夜勤職員数は、暦月

ごとに夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６

時間をいう。）における延夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗じて得た数で除す

ることによって算定し、小数点第３位以下は切り捨てるものとする。 

② 短期入所生活介護の事業所を併設している場合又は特別養護老人ホームの空床にお

いて短期入所生活介護を行っている場合にあっては、短期入所生活介護の利用者数と

地域密着型介護老人福祉施設の入所者数を合算した人数を地域密着型介護老人福祉施

設の「入所者の数」とした場合に必要となる夜勤職員の数を１以上（入所者の動向を

検知できる見守り機器を入所者の数の１００分の１５以上の数設置し、かつ、見守り

機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われている

- 33 -



 

 

場合は、１０分の９以上）上回って配置した場合に、加算を行う。 

③ ユニット型地域密着型介護老人福祉施設にあっては、増配した夜勤職員については、

必ずしも特定のユニットに配置する必要はないものとすること。 

④ 夜勤職員基準第４号ハの「見守り機器」は、入所者がベッドから離れようとしてい

る状態又は離れたことを検知できるセンサー及び当該センサーから得られた情報を外

部通信機能により職員に通報できる機器であり、入所者の見守りに資するものとする。

また、「見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会」は、３月に１回以上行

うこととする。 

 

●生活機能向上連携加算  ２００単位 （１月につき） 

※個別機能訓練加算を算定している場合は１００単位（１月につき） 

 

◇生活機能向上連携加算について 

３の２の（９）を準用する。 

※地域密着型通所介護事業所＝地域密着型介護老人福祉施設 

※地域密着型通所介護計画＝地域密着型施設サービス計画 

◇３の２の（９）生活機能向上連携加算について 

① 指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは

リハビリテーションを実施している医療提供施設（病院にあっては、許可病床数が 200 

床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しな

いものに限る。）の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下この(９)におい

て「理学療法士等」という。）が、当該指定地域密着型通所介護事業所を訪問し、当該

事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者（以下「機

能訓練指導員等」という。）と共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及

び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導

員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。 

この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬におけ

る疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人

保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。 

② ①の個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を

注９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して機能訓練を行った場合は、生

活機能向上連携加算として、１月につき２００単位を所定単位数に加算する。ただし、

注１０を算定している場合は、１月につき１００単位を所定単位数に加算する。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第４２の３号） 

 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビ

リテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は

医師が、当該指定特定施設、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施

設又は指定介護老人福祉施設を訪問し、機能訓練指導員等と共同して、利用者又は入所

者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行ってい

ること。 
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記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者

を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上

につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標

とすること。 

なお、個別機能訓練計画に相当する内容を地域密着型通所介護計画の中に記載する場

合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。また、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する

必要はないこと。 

③ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能

訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じて計画的に機能

訓練を適切に提供していること。 

④ 個別機能訓練計画の進捗状況等について、３月ごとに１回以上、理学療法士等が指定

地域密着型通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、機能訓

練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や

進捗状況等を説明し記録するとともに、必要に応じて訓練内容の見直し等を行うこと。 

⑤ 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員等が、利用者又

はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の

意向を確認の上、理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のＡＤＬ（寝返

り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等）及びＩＡＤＬ（調理、掃除、買

物、金銭管理、服薬状況等）の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など

適切な対応を行うこと。 

⑥ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、

常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。 

 

 

●個別機能訓練加算  １２単位 （１日につき） 

注１０ 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置してい

るものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者

に対して、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共

同して、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能

訓練を行っている場合は、個別機能訓練加算として、１日につき１２単位を所定単位

数に加算する。 

 

◇個別機能訓練加算について 

 ７の（６）を準用する。 

 ※地域密着型特定施設＝地域密着型介護老人福祉施設 

◇７の（６）個別機能訓練加算について 

① 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職

種の者が共同して、個別機能訓練計画に基づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別

機能訓練」という。）について算定する。 

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する機能訓練

指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者を１名以上配置して行うも
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のであること。 

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談

員その他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施方法等を内容とする個別

機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法等につい

て評価等を行う。なお、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、個別機能訓練

計画に相当する内容を地域密着型特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記

載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。 

⑤  個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して

個別機能訓練計画の内容を説明し、記録する。 

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管

され、常に当該地域密着型特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるよ

うにすること。 

 

●若年性認知症入所者受入加算  １２０単位 （１日につき） 

注１１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指

定地域密着型介護老人福祉施設において、若年性認知症入所者（介護保険法施行令第

２条第６号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった入所者をい

う。）に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、若

年性認知症入所者受入加算として、１日につき１２０単位を所定単位数に加算する。

ただし、ナを算定している場合は、算定しない。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６４号 準用第１８号） 

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期に

おける認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者

を定めていること。 

  

 

◇若年性認知症入所者受入加算について 

 ３の２（１３）を準用する。 

◇３の２（１３）若年性認知症利用者〔入所者〕受入加算 

 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用者の

特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。 

 

●専従の常勤医師を配置している場合 

注１２ 専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を１名

以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設

については、１日につき２５単位を所定単位数に加算する。 

 

●精神科医師による療養指導が月２回以上行われている場合 

注１３ 認知症である入所者が全入所者の３分の１以上を占める指定地域密着型介護老

人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に２回以上

行われている場合は、１日につき５単位を所定単位数に加算する。 
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◇精神科を担当する医師に係る加算について 

① 注１３に規定する「認知症である入所者」とは、次のいずれかに該当する者とするこ

と。 

イ 医師が認知症と診断した者 

ロ なお、旧措置入所者にあっては、前記イにかかわらず、従来の「老人福祉法によ

る特別養護老人ホームにおける痴呆性老人等介護加算制度について」（平成６年９

月３０日老計第１３１号）における認知症老人介護加算の対象者に該当している場

合は、医師の診断は必要としない。 

② 精神科を担当する医師に係る加算を算定しようとする施設は、常に、認知症である入

所者の数を的確に把握する必要があること。 

③ 注１３において「精神科を担当する医師」とあるのは、精神科を標ぼうしている医療

機関において精神科を担当している医師を指すものであることが原則であるが、過去に

相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているな

ど、その専門性が担保されていると判断できる場合は算定できる。 

④ 精神科を担当する医師について、注１２による常勤の医師に係る加算が算定されてい

る場合は、注１３の規定にかかわらず、精神科を担当する医師に係る加算は算定されな

いものであること。 

⑤ 健康管理を担当する地域密着型介護老人福祉施設の配置医師（嘱託医）が１名であり、

当該医師が精神科を担当する医師も兼ねる場合は、配置医師として勤務する回数のうち

月４回（１回あたりの勤務時間３～４時間程度）までは加算の算定の基礎としないもの

であること。（例えば、月６回配置医師として勤務している精神科を担当する医師の場

合：６回－４回＝２回となるので、当該費用を算定できることになる。） 

⑥ 入所者に対し療養指導を行った記録等を残しておくこと。 

 

●障害者生活支援体制加算 

注１４ 入所者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する視覚、聴覚若しくは言

語機能に障害のある者、知的障害者又は精神障害者（以下「視覚障害者等」という。）

である入所者の占める割合が１００分の３０以上である指定地域密着型介護老人福祉

施設において、視覚障害者等に対する生活支援に関し専門性を有する者として別に厚

生労働大臣が定める者（以下「障害者生活支援員」という。）であって専ら障害者生

活支援員としての職務に従事する常勤の職員であるものを１名以上配置しているもの

として市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設については、障害者生活

支援体制加算（Ⅰ）として、１日につき２６単位を、入所者のうち、視覚障害者等で

ある入所者の占める割合が１００分の５０以上である指定地域密着型介護老人福祉施

設において、障害者生活支援員であって専ら障害者生活支援員としての職務に従事す

る常勤の職員であるものを２名以上配置しているものとして市町村長に届け出た指定

地域密着型介護老人福祉施設については、障害者生活支援体制加算（Ⅱ）として、１

日につき４１単位を所定単位数に加算する。ただし、障害者生活支援体制加算（Ⅰ）

を算定している場合は、障害者生活支援体制加算（Ⅱ）は算定しない。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９４号告示第４４号） 

 視覚、聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精

神障害者 
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【厚生労働大臣が定める者】（９４号告示第４５号） 

 次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者 

イ 視覚障害 

点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 

ロ 聴覚障害又は言語機能障害 

手話通訳等を行うことができる者 

ハ 知的障害 

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１４条各号に掲げる者又はこれ

らに準ずる者 

ニ 精神障害 

精神保健福祉士又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５

政令第１５５号）第１２条各号に掲げる者 
 

 

◇障害者生活支援体制加算について 

① 注１４の「視覚障害者等」については、利用者等告示第４４号において「視覚、聴覚

若しくは言語機能に重度の障害のある者又は重度の知的障害者若しくは精神障害者」と

したところであるが、より具体的には以下の者が該当するものであること。 

 

イ 視覚障害者 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交付

を受けた身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の障害の程度が１級又

は２級若しくは、これに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケ

ーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者 

ロ 聴覚障害者 

身体障害者手帳の障害の程度が２級又はこれに準ずる聴覚障害の状態にあり、日常

生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者 

ハ 言語機能障害者 

身体障害者手帳の障害の程度が３級又はこれに準ずる言語機能障害等の状態にあり、

日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有す

る者 

ニ 知的障害者 

「療育手帳制度について」（昭和４８年９月２７日付厚生省発児第１５６号各都道

府県知事・各指定都市市長あて厚生事務次官通知）第５の２の規定により交付を受け

た療育手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」（昭和４８年９月２７日

児発第７２５号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知）（以

下「局長通知」という。）の第３に規定するＡ（重度）の障害を有する者又は知的障

害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条の規定に基づき各都道府県・指定都

市が設置する知的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第３に規定す

る重度の障害を有する者 

ホ 精神障害者 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条
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第２項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の障害等級（精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規

定する障害等級をいう。）が１級又は２級に該当する者であって、６５歳に達する日

の前日までに同手帳の交付を受けた者 

② 注１４の「視覚障害者等である入所者の占める割合が１００分の３０以上」又は「入

所者のうち、視覚障害者等である入所者の占める割合が１００分の５０以上」という障

害者生活支援員に係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害者、

知的障害者及び精神障害者の合計数が入所者に占める割合が１００分の３０以上又は１

００分の５０以上であれば満たされるものであること。この場合の障害者生活支援員の

配置については、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されていること

が望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従の障害者生活支援員に加えて、

聴覚障害、言語機能障害、知的障害及び精神障害に対応できる非常勤職員の配置又は他

の職種が兼務することにより、適切な生活の支援を行うことができれば、当該加算の要

件を満たすものとする。 

③  知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（９４号告示第４５号ハ）とし

ては、知的障害者福祉法に規定する知的障害者福祉司の資格を有する者のほか、同法第

１９条第１項に規定する知的障害者援護施設における指導員、看護師等で入所者の処遇

実務経験５年以上の者とする。 

 

●初期加算 ３０単位 

ホ 初期加算 

注 入所した日から起算して３０日以内の期間については、初期加算として、１日につき

所定単位数を加算する。３０日を超える病院又は診療所への入院の後に指定地域密着型

介護老人福祉施設に再び入所した場合も、同様とする。 

 

◇初期加算について 

① 入所者については、地域密着型介護老人福祉施設へ入所した当初には、施設での生活

に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から３０日間に限って、１日

につき３０単位を加算すること。 

② 「入所日から３０日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を行っている間は、初期加

算を算定できないこと。 

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 

 初期加算は、当該入所者が過去３月間（ただし、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又は

Ｍに該当する者の場合は過去１月間とする。）の間に、当該地域密着型介護老人福祉施

設に入所したことがない場合に限り算定できることとする。 

なお、当該地域密着型介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期入所生活介護（単

独型の場合であっても指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入

所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する

費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年老企

第４０号）第２の１の（２）の②に該当する場合を含む。）を利用していた者が日を空

けることなく引き続き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該施設

に入所した場合を含む。）については、初期加算は入所直前の短期入所生活介護の利用
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日数を３０日から控除して得た日数に限り算定するものとする。 

④ ３０日を超える病院又は診療所への入院後に再入所した場合は、③にかかわらず、初

期加算が算定されるものであること。 

 

●再入所時栄養連携加算 ４００単位  

ヘ 再入所時栄養連携加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設に入所

（以下この注において「一次入所」という。）している者が退所し、当該者が病院又は診

療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定地域密着型介護老人福

祉施設に入所（以下この注において「二次入所」という。）する際、二次入所において必

要となる栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大きく異なるため、当

該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と

連携し当該者に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者１人につき１回を限度とし

て所定単位数を加算する。ただし、チを算定していない場合は、算定しない。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６５の２号） 

 通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号及び第１５号に規定する基準の

いずれにも該当しないこと。 
 

 

◇再入所時栄養連携加算について 

① 地域密着型介護老人福祉施設の入所時に経口により食事を摂取していた者が、医療機関

に入院し、当該入院中に、経管栄養又は嚥下調整食の新規導入となった場合であって、

当該者が退院した後、直ちに再度当該地域密着型介護老人福祉施設に入所（以下「二次

入所」という。）した場合を対象とすること。なお、嚥下調整食は、硬さ、付着性、凝

集性などに配慮した食事であって、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づ

くものをいう。 

② 当該地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関を訪問の

上、当該医療機関での栄養に関する指導又はカンファレンスに同席し、当該医療機関の

管理栄養士と連携して、二次入所後の栄養ケア計画を作成すること。 

③ 当該栄養ケア計画について、二次入所後に入所者又はその家族の同意が得られた場合に

算定すること。 

 

 

●退所時等相談援助加算 

ト 退所時等相談援助加算 

（１） 退所前訪問相談援助加算 ４６０単位 

（２） 退所後訪問相談援助加算 ４６０単位 

（３） 退所時相談援助加算   ４００単位 

（４） 退所前連携加算     ５００単位 

注１ （１）については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って

介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師のいずれかの職種

の者が、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対

して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービス又は福祉
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サービスについて相談援助を行った場合に、入所中１回（入所後早期に退所前訪問相

談援助の必要があると認められる入所者にあっては、２回）を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等（病院、診療所及び介護保

険施設を除く。以下同じ。）に入所する場合であって、当該入所者の同意を得て、当

該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。 

２ （２）については、入所者の退所後３０日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入

所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後１回を限度として算定

する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、

当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行

ったときも、同様に算定する。 

３ （３）については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅

サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所時に当

該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他

の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、当該入所者の

同意を得て、退所の日から２週間以内に当該入所者の退所後の居宅地を管轄する市町

村（特別区を含む。以下同じ。）及び老人介護支援センターに対して、当該入所者の

介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス又は地域密着型サービス

に必要な情報を提供した場合に、入所者１人につき１回を限度として算定する。 

入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、

当該入所者の同意を得て、当該社会福祉施設等に対して当該入所者の介護状況を示す

文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。 

４ （４）については、入所期間が１月を超える入所者が退所し、その居宅において居宅

サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該入所者の退所に先立

って当該入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者（介護保険法第４６条第１

項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）に対して、当該入所者の

同意を得て、当該入所者の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービ

ス又は地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、当該指定居宅介護支援事業

者と連携して退所後の居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行

った場合に、入所者１人につき１回を限度として算定する。 

 

◇退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算 

イ 退所前訪問相談援助加算については、入所期間が１月を超えると見込まれる入所者の

退所に先立って、入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等に

ついて相談援助を行った場合に、入所中１回に限り算定するものであるが、入所後早

期に退所に向けた訪問相談援助の必要があると認められる場合については、２回の訪

問相談援助について加算が行われるものであること。この場合にあっては、１回目の

訪問相談援助は退所を念頭においた地域密着型施設サービス計画の策定に当たって行

われるものであり、２回目の訪問相談援助は退所後在宅又は社会福祉施設等における

生活に向けた最終調整を目的として行われるものであること。 

ロ 退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後３０日以内に入所者の居宅を訪

問して相談援助を行った場合に、１回に限り算定するものである。 
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ハ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相談援助加算は訪問日に算定

するものであること。 

ニ 退所前訪問相談援助加算及び退所後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できな

いものであること。 

a 退所して病院又は診療所へ入院する場合 

b 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 

c 死亡退所の場合 

ホ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、看護

職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。 

ヘ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれにも

行うこと。 

ト 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った日及

び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 

 

◇退所時相談援助加算 

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。 

a  食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等における生活に関する相談援助 

b  退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各

種訓練等に関する相談援助 

c  家屋の改善に関する相談援助 

d  退所する者の介助方法に関する相談援助 

ロ ①のニからト（上記、退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算のニからト）までは、

退所時相談援助加算について準用する。 

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、老人福祉法第２０条の７の

２に規定する老人介護支援センターに替え、法第１１５条の４６第１項に規定する地

域包括支援センターに対して行った場合についても、算定できるものとする。 

 

◇退所前連携加算 

イ 退所前連携加算については、入所期間が１月を超える入所者の退所に先立って、指定

居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービス

の利用上必要な調整を行った場合に、入所者１人につき１回に限り退所日に加算を行

うものであること。 

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内容の要点に関する記録を行

うこと。 

ハ ①のニ及びホ（上記、退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算のニからホ）は、退

所前連携加算について準用する。 

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所前連携加算を算定する場合

には、最初に在宅期間に移るときにのみ算定できるものとする。 
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●栄養マネジメント加算  １４単位 （１日につき） 

チ 栄養マネジメント加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定地域密

着型介護老人福祉施設における管理栄養士が、継続的に入所者ごとの栄養管理をした場

合、栄養マネジメント加算として、１日につき所定単位数を加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６５号） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 常勤の管理栄養士を１名以上配置していること。 

ロ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、

介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥（えん）下機能

及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状

態を定期的に記録していること。 

ニ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を

見直していること。 

ホ 通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号及び第１４号（看護職員の員

数に対する看護師の配置に係る部分及び別に厚生労働大臣が定める地域に所在する

指定介護療養型医療施設であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出

たものにおける医師の員数に係る部分を除く。）及び第１５号に規定する基準のいず

れにも該当しないこと。 
 

 

◇栄養マネジメント加算について 

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者ごとに行われるケアマネジメントの一環として

行われることに留意すること。 

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入

所者全員に対して実施するべきものであること。 

② 施設に常勤の管理栄養士を１名以上配置して行うものであること。なお、調理業務

の委託先にのみ管理栄養士が配置されている場合は、当該加算を算定できないこと。 

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、介護医療院又は地域密着型介護老人福祉施設の栄養ケア・マネ

ジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。ただし、

施設が同一敷地内に１の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、

介護医療院又は地域密着型介護老人福祉施設を併設している場合であって、双方の施

設を兼務する常勤の管理栄養士による適切な栄養ケア・マネジメントが実施されてい

るときは、双方の施設において算定出来ることとする。 

④ サテライト型施設を有する介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設（以下こ

の号において「本体施設」という。）にあっては、次の取扱いとすること。 

イ 本体施設に常勤の管理栄養士を１名配置している場合（本体施設の入所者数とサ

テライト型施設（一施設に限る。）の入所者数の合計数に対して配置すべき栄養士

の員数が１未満である場合及び本体施設が地域密着型介護老人福祉施設である場合

に限る。）であって、当該管理栄養士が当該サテライト型施設に兼務し、適切に栄
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養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテライト型施設においても算定

できることとする。 

ロ 本体施設に常勤の管理栄養士を２名以上配置している場合であって、当該管理栄

養士がサテライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行っていると

きは、当該サテライト施設（一施設に限る。）においても算定できることとする。 

ハ イ又はロを満たす場合であり、同一敷地内に１の介護老人福祉施設、介護老人保

健施設、介護療養型医療施設、介護医療院及び地域密着型介護老人福祉施設を併設

している場合であって、双方の施設を兼務する常勤の管理栄養士による適切な栄養

ケア・マネジメントが実施されているときは、双方の施設において算定出来ること

とする。 

⑤ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに掲げるとおり、実施す

ること。 

イ 入所者ごとの低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握すること（以下「栄養ス

クリーニング」という。）。 

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者ごとの解決すべき課題を把握すること（以

下「栄養アセスメント」という。）。 

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、管理栄養士、歯科医師、

看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとに、栄養補給

に関する事項（栄養補給量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事に関

する内容の説明等）、解決すべき事項に対し関連職種が共同して取り組むべき事項

等を記載した栄養ケア計画を作成すること。また、作成した栄養ケア計画について

は、栄養ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意

を得ること。なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、栄養

ケア計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、そ

の記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者ごとに栄養ケア・マネジメントを実施するととも

に、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養補給方法の変更の必要性、関連職種が共同

して取り組むべき事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正するこ

と。 

ホ 入所者ごとの栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機能の状況を検討し、

栄養状態のモニタリングを行うこと。その際、栄養スクリーニング時に把握した入

所者ごとの低栄養状態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を設

定し、入所者ごとの栄養ケア計画に記載すること。当該モニタリング間隔の設定に

当たっては、低栄養状態のリスクの高い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある

者（経管栄養法から経口栄養法への変更等）については、おおむね２週間ごと、低

栄養状態のリスクが低い者については、おおむね３月ごとに行うこと。なお、低栄

養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも月１回、体重を測定するなど、入所者

の栄養状態の把握を行うこと。 

ヘ 入所者ごとに、おおむね３月を目途として、低栄養状態のリスクについて、栄養

スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見直しを行うこと。 

ト 指定地域密着型サービス基準第６１条において準用する第３条の１８に規定する

サービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用
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者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養マネジメント加算

の算定のために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

⑥ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から

栄養マネジメント加算は算定を開始するものとすること。 

⑦ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高齢者の栄養状態に着目

した栄養管理が行われるため、検食簿、喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品

消費日計等の食事関係書類（食事箋及び献立表を除く。）、入所者年齢構成表及び給

与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと。 

 

●低栄養リスク改善加算  ３００単位 （１月につき） 

リ 低栄養リスク改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て、低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、

歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所

者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うため

の栄養管理方法等を示した計画を作成した場合であって、当該計画に従い、医師又は

歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士（歯科医師が指示を行う場合にあって

は、当該指示を受けた管理栄養士又は栄養士が、医師の指導を受けている場合に限

る。）が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された日の属する月から６月以

内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメント加算

を算定していない場合又は経口移行加算若しくは経口維持加算を算定している場合

は、算定しない。 

 ２ 低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画に基づき、管理栄養

士又は栄養士が行う栄養管理が、当該計画が作成された日から起算して６月を超えた

期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等が可能な者であって、医師の指

示に基づき継続して栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算

定できるものとする。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６５の３号） 

 通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号、第１４号及び第１５号に規定

する基準のいずれにも該当しないこと。 
 

 

◇低栄養リスク改善加算について 

低栄養リスク改善加算については、次に掲げる①から④までのとおり、実施するものと

すること。なお、当該加算における低栄養状態のリスク評価は、「栄養マネジメント加算

及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」（平成１７年９

月７日老老発第 0907002 号）に基づき行うこと。 

① 原則として、施設入所時に行った栄養スクリーニングにより、低栄養状態の高リスク者

に該当する者であって、低栄養状態の改善等のための栄養管理が必要であるとして、医

師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う

場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養の

ために必要な栄養の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る

（以下同じ。）。 
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② 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者

が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、低栄養状態の改善等を行うた

めの栄養管理方法等を示した計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作

成すること。）。また、当該計画については、低栄養状態の改善等を行うための栄養管

理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施

設サービスにおいては、当該計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場

合は、その記載をもって当該計画の作成に代えることができるものとすること。 

③ 当該計画に基づき、管理栄養士等は対象となる入所者に対し食事の観察を週５回以上行

い、当該入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。低栄

養リスク改善加算の算定期間は、低栄養状態の高リスク者に該当しなくなるまでの期間

とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた月から起算して６月以内の

期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しない

こと。 

④ 低栄養状態の改善等のための栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得られた月から

起算して、６月を超えて実施される場合でも、低栄養状態リスクの改善が認められない

場合であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して低栄養状態の改善等のため

の栄養管理が必要とされる場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとする

こと。ただし、この場合において、医師又は歯科医師の指示はおおむね２週間ごとに受

けるものとすること。 

⑤ 褥瘡を有する場合であって、褥瘡マネジメント加算を算定している場合は、低栄養リス

ク改善加算は算定できない。 

 

 

●経口移行加算  ２８単位 （１日につき） 

ヌ 経口移行加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員そ

の他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口に

よる食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画

に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又

は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から起算して１８

０日以内の期間に限り、１日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネジメン

ト加算を算定していない場合は算定しない。 

２ 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養

士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された

日から起算して１８０日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の

摂取が一部可能な者であって、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を

進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を

算定できるものとする。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６６号） 

通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号及び第１４号に規定する基準
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のいずれにも該当しないこと。 

 
 

 

◇経口移行加算について 

① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとする者に係るものについ

ては、次に掲げるイからハまでの通り、実施するものとすること。 

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口による食事の摂取を進める

ための栄養管理及び支援が必要であるとして、医師の指示を受けた者を対象とする

こと。医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他

の職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方法等を

示した経口移行計画を作成すること（栄養ケア計画と一体のものとして作成するこ

と。）。また、当該計画については、経口による食事の摂取を進めるための栄養管

理及び支援の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、経口移行計画に相当する

内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口

移行計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 当該計画に基づき、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援を実

施すること。経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管

による食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家

族の同意を得た日から起算して、１８０日以内の期間に限るものとし、それを超え

た場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。 

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が、入所者又はその家族

の同意を得られた日から起算して、１８０日を超えて実施される場合でも、経口に

よる食事の摂取が一部可能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口に

よる食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされる場合にあっては、

引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、この場合において、医師

の指示はおおむね２週間ごとに受けるものとすること。 

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤嚥性肺炎の危険も生じ

うることから、次のイからニまでについて確認した上で実施すること。 

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定しており、現疾患の病態

が安定していること。）。 

ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激による喉頭挙上が認め

られること。）。 

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がないこと。 

③ 経口移行加算を１８０日間にわたり算定した後、経口摂取に移行できなかった場合

に、期間を空けて再度経口摂取に移行するための栄養管理及び支援を実施した場合は、

当該加算は算定できないものとすること。 

④ 入所者の口腔の状態によっては、歯科医療における対応を要する場合も想定される

ことから、必要に応じて、介護支援専門員を通じて主治の歯科医師への情報提供を実

施するなどの適切な措置を講じること。 
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●経口維持加算 

ル 経口維持加算 

（１）経口維持加算（Ⅰ） ４００単位 

（２）経口維持加算（Ⅱ） １００単位 

注１ （１）については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護

老人福祉施設において、現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を

有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、

歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所

者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による

継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場合であって、当該

計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該

指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。注３において同

じ。）を受けた管理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成

された日の属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加

算する。ただし、経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメント加算を算定

していない場合は算定しない。 

２ （２）については、協力歯科医療機関を定めている指定地域密着型介護老人福祉施

設が、経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、入所者の経口による継続的

な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師（指定地域密着型サー

ビス基準第１３１条第１項第１号に規定する医師を除く。）歯科医師、歯科衛生士又

は言語聴覚士が加わった場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

３ 経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属す

る月から起算して６月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認めら

れる入所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための

食事の摂取を進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該

加算を算定できるものとする。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６７号） 

イ 通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号及び第１４号及び第１５

号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ 入所者又は入院患者の摂食若しくは嚥（えん）下機能が医師の判断により適切

に評価されていること。 

ハ 誤嚥（えん）等が発生した場合の管理体制が整備されていること。 

ニ 食形態に係る配慮など誤嚥（えん）防止のための適切な配慮がされていること。 

ホ ロから二までについて医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して実施するための体制が整備されていること。 

   

 

◇経口維持加算について 

① 経口維持加算（Ⅰ）については、次に掲げるイからニまでの通り、実施するものと

すること。 

イ 現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害（食事の摂取に関
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する認知機能の低下を含む。以下同じ。）を有し、水飲みテスト（「氷砕片飲み込

み検査」、「食物テスト（food test）」、「改訂水飲みテスト」などを含む。以下

同じ。）、頸部聴診法、造影撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をい

う。以下同じ。）、内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」

をいう。以下同じ。）等により誤嚥が認められる（喉頭侵入が認められる場合及び

食事の摂取に関する認知機能の低下により誤嚥の有無に関する検査を実施すること

が困難である場合を含む。以下同じ。）ことから、継続して経口による食事の摂取

を進めるための特別な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示を受

けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該

指示を受ける管理栄養士等が、対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養

の指導を行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る（以下同じ。）。 

ロ 月１回以上、医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、介護支援専

門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び

会議等を行い、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等

を示した経口維持計画を作成すること（ただし、栄養マネジメント加算を算定して

いる入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

当該計画については、特別な管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その

同意を得ること。なお、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、

経口維持計画に相当する内容を地域密着型施設サービス計画の中に記載する場合は、

その記載をもって経口維持計画の作成に代えることができるものとすること。 

ハ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、入

所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、

摂食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算（Ⅰ）の算定期間は、

継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な管理により、当該入所者に摂

食機能障害及び誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの

期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から

起算して６月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則とし

て当該加算は算定しないこと。 

ニ 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して６月を超えた場

合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、

誤嚥が認められ（喉頭侵入が認められる場合を含む。）継続して経口による食事の

摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指

示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が

得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、

イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね１月ごとに受けるものとす

ること。 

② 経口維持加算（Ⅱ）における食事の観察及び会議等の実施に当たっては、医師（指

定地域密着型サービス基準第１３１条第１項第１号に規定する医師を除く。）、歯科医

師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか１名以上が加わることにより、多種多様な

意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した場合に算定されるものであること。 

③ 経口維持加算（Ⅰ）及び経口維持加算（Ⅱ）の算定に当たり実施する食事の観察及

び会議等は、関係職種が一堂に会して実施することを想定しているが、やむを得ない
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理由により、参加するべき者の参加が得られなかった場合は、その結果について終了

後速やかに情報共有を行うことで、算定を可能とする。 

④ 管理体制とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅

速に行われる体制とすること。 

 

●口腔衛生管理体制加算  ３０単位 （１月につき） 

ヲ 口腔衛生管理体制加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに

係る技術的助言及び指導を月１回以上行っている場合に、１月につき所定単位数を加算

する。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６８号） 

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び

指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号、第１４号、第１５号、第

１９号及び第２２号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

   

 

◇口腔衛生管理体制加算について 

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設における入所者の口腔内状態

の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに

伴うリスク管理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思わ

れる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指導のことをいうものであって、個々

の入所者の口腔ケア計画をいうものではない。 

② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下の事項を記載すること。 

イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題 

ロ 当該施設における目標 

ハ 具体的方策 

ニ 留意事項 

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況 

ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を

歯科衛生士が行った場合に限る。） 

ト その他必要と思われる事項 

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月

であっても口腔衛生管理体制加算を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技

術的助言及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する技術的助言

及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時

間帯に行うこと。 
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●口腔衛生管理加算  ９０単位 （１月につき） 

ワ 口腔衛生管理加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設におい

て、次に掲げるいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、口腔衛生管理体制加算を算定していない場合は、算定しな

い。 

イ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行 

うこと。 

ロ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具

体的な技術的助言及び指導を行うこと。 

ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に

応じ対応すること。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６９号 準用第６８号） 

イ 施設において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び

指導に基づき、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること。 

ロ 通所介護費等算定方法第１０号、第１２号、第１３号、第１４号、第１５号、第

１９号及び第２２号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 
 

 

◇口腔衛生管理加算について 

① 口腔衛生管理加算については、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔衛生体制加

算を算定している施設の入所者に対して口腔ケアを実施し、当該入所者に係る口腔ケア

について介護職員へ具体的な技術的助言及び指導をした場合において、当該入所者ごと

に算定するものである。 

② 当該施設が口腔衛生管理加算に係るサービスを提供する場合においては、当該サービ

スを実施する同一月内において医療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者

又はその家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、その提供に関する

同意を得た上で行うこと。 

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケアを行う歯科衛生士は、口

腔に関する問題点、歯科医師からの指示内容の要点（ただし、歯科医師から受けた指示

内容のうち、特に歯科衛生士が入所者に対する口腔ケアを行うにあたり配慮すべき事項

とする。）、当該歯科衛生士が実施した口腔ケアの内容、当該入所者に係る口腔ケアに

ついて介護職員への具体的な技術的助言及び指導の内容及びその他必要と思われる事項

に係る記録（以下「口腔衛生管理に関する実施記録」という。）を別紙様式１を参考と

して作成し、当該施設に提出すること。当該施設は、当該口腔衛生管理に関する実施記

録を保管するとともに、必要に応じてその写しを当該入所者に対して提供すること。 

④ 当該歯科衛生士は、介護職員から当該入所者の口腔に関する相談等に必要に応じて対

応するとともに、当該入所者の口腔の状態により医療保険における対応が必要となる場

合には、適切な歯科医療サービスが提供されるよう当該歯科医師及び当該施設への情報

提供を行うこと。 

⑤ 本加算は、医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月であっても算

定できるが、訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月においては、訪問歯科衛生

指導料が３回以上算定された場合には算定できない。 
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●療養食加算  ６単位 （１回につき） 

カ 療養食加算 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして市町村長に届け出て当該基準による

食事の提供を行う指定地域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める療養

食を提供したときは、１日につき３回を限度として、所定単位数を加算する。 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること。 

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われ

ていること。 

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老

人福祉施設において行われていること。 

【厚生労働大臣が定める療養食】（９４号告示第４７号 準用第２３号） 

 疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量

及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質

異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第３５号） 

通所介護費等算定方法第３号、第４号、第１０号、第１２号、第１３号及び第１４号

（看護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分、別に厚生労働大臣が定める地域に

所在する指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス等基準第１４２条第１項に規

定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。）であって医師の確保に関する

計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の員数に係る部分及び別に厚生労働

大臣が定める地域に所在する指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する

法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法

第２６条による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設

をいう。以下同じ。）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たもの

における医師の員数に係る部分を除く。）及び第１５号並びに第１７号及び第１８号（看

護職員の員数に対する看護師の配置に係る部分、別に厚生労働大臣が定める地域に所在

する指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基

準」という。）第１８７条第１項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をい

う。）であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものにおける医師の

員数に係る部分を除く。第１１８号において読み替えて準用する第４０号において同

じ。）に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

  

 

◇療養食加算について 

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し

疾患治療の直接手段として発行された食事箋に基づき、９４号告示に示された療養食

が提供された場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が

作成されている必要があること。 

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せん
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に基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療

食（糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓病

食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食）をいうものであること。 

③ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が行われている場合にあっ

ては、経口移行加算又は経口維持加算を併せて算定することが可能である。 

④ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。 

⑤ 減塩食療法等について 

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことがで

きるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはなら

ないこと。 

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総

量６．０g未満の減塩食をいうこと。 

⑥ 肝臓病食について 

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食（胆石症及び胆嚢炎に

よる閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をいうこと。 

⑦ 胃潰瘍食について 

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。手術前後に与

える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において

胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、ク

ローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ

食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。 

⑧ 貧血食の対象者となる入所者等について 

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が 

１０ｇ／dl 以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。 

⑨ 高度肥満症に対する食事療法について 

高度肥満症（肥満度が＋７０％以上又はＢＭＩ（Body Mass Index）が３５以上）に

対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。 

⑩ 特別な場合の検査食について 

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・大腸内視鏡検査のため

に特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取

り扱って差し支えないこと。 

⑪ 脂質異常症食の対象となる入所者等について 

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態に

おけるＬＤＬ―コレステロール値が１４０㎎／dl 以上である者又はＨＤＬ―コレス

テロール値が４０㎎／dl 未満若しくは血清中性脂肪値が１５０㎎／dl 以上である者

であること。 

 

●配置医師緊急時対応加算 

ヨ 配置医師緊急時対応加算 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た

指定地域密着型介護老人福祉施設において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の配

置医師（指定地域密着型サービス基準第１３１条第１項第１号に規定する医師をいう。

- 53 -



 

 

以下この注において同じ。）が当該指定地域密着型介護老人福祉施設の求めに応じ、早

朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下この注において同じ。）、夜間（午後

６時から午後１０時までの時間をいう。以下この注において同じ。）又は深夜（午後１

０時から午前６時までの時間をいう。以下この注において同じ。）に当該指定地域密着

型介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記

録した場合は、診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は１回につき６５０単位、深

夜の場合は１回につき１，３００単位を加算する。ただし、看護体制加算（Ⅱ）を算定

していない場合は、算定しない。 

【厚生労働大臣が定める施設基準】（９６号告示第４４の２号） 

イ 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師

との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の間で、具体的な取り決めがなされていること。 

ロ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携

し、施設の求めに応じ２４時間対応できる体制を確保していること。 
 

 

◇配置医師緊急時対応加算について 

① 配置医師緊急時対応加算は、入所者の看護・介護に当たる者が、配置医師に対し電話等

で直接施設への訪問を依頼し、当該配置医師が診療の必要性を認めた場合に、可及的速

やかに施設に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に施

設に赴いて診療を行った場合には算定できない。ただし、医師が、死期が迫った状態で

あると判断し、施設の職員と家族等に説明したうえで、当該入所者が死亡した場合につ

いて、早朝や日中の診療終了後の夜間に施設を訪問し死亡診断を行うことを事前に決め

ている場合には、この限りでない。 

② 配置医師緊急時対応加算の算定については、事前に氏名等を届出た配置医師が実際に訪

問し診察を行ったときに限り算定できる。 

③ 施設が診療を依頼した時間、配置医師が診療を行った時間、内容について記録を行わな

ければならない。 

④ 早朝・夜間（深夜を除く）とは、午後６時から午後 10 時まで又は午前６時から午前８

時までとし、深夜の取扱いについては、午後 10 時から午前６時までとする。なお、診

療の開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定すること。診療

時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯における診療時間が全体の診療

時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。 

⑤ 算定に当たっては、配置医師と施設の間で、緊急時の注意事項や病状等についての情報

共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連携方法や診察を依頼するタイミング等に関

する取り決めを事前に定めることにより、24 時間配置医師による対応又はその他の医

師の往診による対応が可能な体制を整えることとする。 

 

●看取り介護加算 

タ 看取り介護加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た

指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す

る入所者について看取り介護を行った場合においては、看取り介護加算(Ⅰ)として、
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死亡日以前４日以上３０日以下については１日につき１４４単位を、死亡日の前日及

び前々日については１日につき６８０単位を、死亡日については１日につき１，２８

０単位を死亡月に加算する。ただし、退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定

しない。 

２ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出

た指定地域密着型介護老人福祉施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する入所者について看取り介護を行った場合においては、当該入所者が当該指定地域

密着型介護老人福祉施設内で死亡した場合に限り、看取り介護加算（Ⅱ）として、死

亡日以前４日以上３０日以下については１日につき１４４単位を、死亡日の前日及び

前々日については１日につき７８０単位を、死亡日については１日につき１，５８０

単位を死亡月に加算する。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定

しない。 

【厚生労働大臣が定める施設基準】（９６号告示第４５号） 

イ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算（Ⅰ）

に係る施設基準 

（１） 常勤の看護師を１名以上配置し、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の看

護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションの

看護職員との連携により、２４時間連絡できる体制を確保していること。 

（２） 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、

当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。 

（３） 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協議の

上、当該指定地域密着型介護老人福祉施設における看取りの実績等を踏まえ、

適宜、見取りに関する指針の見直しを行うこと。 

（４） 看取りに関する職員研修を行っていること。 

（５） 看取りを行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこと。 

ロ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における看取り介護加算（Ⅱ）

に係る施設基準 

（１） 第４４号のニに該当するものであること。 

イ（１）から（５）までのいずれにも該当するものであること。 

 

【厚生労働大臣が定める基準に適合する入所者】（９４号告示第４８号） 

  次のイからハまでのいずれにも適合している入所者 

イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し

た者であること。 

ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者（以下この号において「医師

等」という。）が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうち

その内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者（そ

の家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）であること。 

ハ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師

等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護につい

ての説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受け、同

意した上で介護を受けている者を含む。）であること。 
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◇看取り介護加算について 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込み

がないと診断した入所者について、その旨を入所者又はその家族（以下「入所者等」

という。）に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得

た場合において、入所者等とともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護

支援専門員等が共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護

に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられ

るよう支援することを主眼として設けたものである。 

② 施設は、入所者に提供する看取り介護の質を常に向上させていくため、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCA サイクル）により、

看取り介護を実施する体制を構築するとともに、それを強化していくことが重要であ

り、具体的には、次のような取組が求められる。 

イ 看取りに関する指針を定めることで施設の看取りに対する方針等を明らかにする

（Plan）。 

ロ 看取り介護の実施に当たっては、当該入所者に係る医師の診断を前提にして、介

護に係る計画に基づいて、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えら

れるよう支援を行う（Do）。 

ハ 多職種が参加するケアカンファレンス等を通じて、実施した看取り介護の検証や、

職員の精神的負担の把握及びそれに対する支援を行う（Check）。 

ニ 看取りに関する指針の内容その他看取り介護の実施体制について、適宜、適切な

見直しを行う（Action）。 

なお、施設は、看取り介護の改善のために、適宜、家族等に対する看取り介護に関

する報告会並びに入所者等及び地域住民との意見交換による地域への啓発活動を行

うことが望ましい。 

③ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、入所者等に対し、十

分な説明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、施設は、

看取り介護を実施するに当たり、終末期にたどる経過、施設等において看取りに際し

て行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて、入所者等

の理解が得られるよう継続的な説明に努めることが重要である。加えて、説明の際に

は、入所者等の理解を助けるため、入所者に関する記録を活用した説明資料を作成し、

その写しを提供すること。 

④ 看取り介護の実施に当たっては、管理者を中心として生活相談員、介護職員、看護

職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りに関する指針が定められていること

が必要であり、同指針に盛り込むべき項目としては、例えば、以下の事項が考えられ

る。 

イ 当該施設の看取りに関する考え方 

ロ 終末期の経過（時期、プロセスごと）の考え方 

ハ 施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢 

ニ 医師や医療機関との連携体制（夜間及び緊急時の対応を含む） 

ホ 入所者等への情報提供及び意思確認の方法 

ヘ 入所者等への情報提供に供する資料及び同意書の書式 
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ト 家族への心理的支援に関する考え方 

チ その他看取り介護を受ける入所者に対して施設の職員が取るべき具体的な対応の

方法 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録するとともに、

多職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による適切な

情報共有に努めること。 

イ 終末期の身体症状の変化及びこれに対する介護等についての記録 

ロ 療養や死別に関する入所者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケア

についての記録 

ハ 看取り介護の各プロセスにおいて把握した入所者等の意向と、それに基づくアセ

スメント及び対応についての記録 

⑥ 入所者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介

護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくこ

とが必要である。 

 また、入所者が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見込まれない

ような場合も、医師、看護職員、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者

に対する看取り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる

場合には、看取り介護加算の算定は可能である。 

 この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録

に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、入所者の状態や、家族と連絡を取

ったにもかかわらず施設への来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。 

 なお、家族が入所者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、施設は、

連絡をしたにも関わらず来所がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な

限り家族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 

⑦ 看取り介護加算は、９４号告示第４８号に定める基準に適合する看取り介護を受け

た入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて３０日を上限として、施設において行っ

た看取り介護を評価するものである。 

 死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院先で死亡した

場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看取り介護を直接行っていな

い退所した日の翌日から死亡日までの間は、算定することが出来ない。（したがって、

退所した日の翌日から死亡日までの期間が３０日以上あった場合には、看取り介護加

算を算定することはできない。） 

⑧ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能であるが、看取り介護

加算は死亡月にまとめて算定することから、入所者側にとっては、施設に入所してい

ない月についても自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等する際、退

所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に係る一部負担の請求を行

う場合があることを説明し、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

⑨ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族への指導や医療機関に対する情

報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先の医療機関等との継続的な

関わりの中で、入所者の死亡を確認することができる。 

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に入所者の状

態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて、
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施設退所等の際、入所者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要で

ある。 

⑩ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院又は外泊期間が死亡日

以前３０日の範囲内であれば、当該入院又は外泊期間を除いた期間について、看取り

介護加算の算定が可能である。 

⑪ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を算定できるかどうか

は、当該日に所定単位数を算定するかどうかによる。 

⑫ 「２４時間連絡できる体制」については、３０ページの、◇看護体制加算について

に記載されている④を準用する。 

⑬ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又は静養室の利用により、

プライバシー及び家族への配慮の確保が可能となるようにすることが必要である。 

⑭ 看取り介護加算Ⅱについては、入所者の死亡場所が当該施設内であった場合に限り

算定できる。 

⑮ 看取り介護加算Ⅱの算定に当たっては、（配置医師緊急時対応加算の⑤）を準用す

る。 

 

●在宅復帰支援機能加算  １０単位 （１日につき） 

レ 在宅復帰支援機能加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型介護老人福祉施設であっ

て、次に掲げる基準のいずれにも適合している場合にあっては、１日につき所定単位数

を加算する。 

イ 入所者の家族との連絡調整を行っていること。 

ロ 入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者に係る居宅サ

ービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行ってい

ること。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第７０号） 

イ 算定日が属する月の前６月間において当該施設から退所した者（在宅・入所相

互利用加算を算定している者を除く。以下この号において「退所者」という。）の

総数のうち、当該期間内に退所し、在宅において介護を受けることとなった者（当

該施設における入所期間が１月間を超えていた退所者に限る。）の占める割合が１

００分の２０を超えていること。 

ロ 退所者の退所後３０日以内に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を訪問す

ること又は指定居宅介護支援事業者（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）第１条第３項に規定する指定居宅

介護支援事業者をいう。以下同じ。）から情報提供を受けることにより、当該退所

者の在宅における生活が１月以上継続する見込みであることを確認し、記録して

いること。 

   

 

◇在宅復帰支援機能加算について 

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所するに当たり、当該入所者
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及びその家族に対して次に掲げる支援を行うこと。 

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助

を行うこと。また必要に応じ、当該入所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町

村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者の介護状

況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供すること。 

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであること。 

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援助 

ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各

種訓練等に関する相談助言 

ハ 家屋の改善に関する相談援助 

ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠等の関係書類を整備して

おくこと。 

 

●在宅・入所相互利用加算  ４０単位 （１日につき） 

ソ 在宅・入所相互利用加算 

注 別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指

定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合においては、１日につき所定

単位数を加算する。 

 

【厚生労働大臣が定める者】（９４号告示第４９号） 

在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間（入所期

間が３月を超えるときは、３月を限度とする。）を定めて、当該施設の居室を計画的に利

用している者。 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第７１号） 

 在宅において生活している期間中の介護支援専門員と入所する地域密着型介護老人

福祉施設又は介護老人福祉施設の介護支援専門員との間で情報の交換を十分に行い、双

方が合意の上介護に関する目標及び方針を定め、入所者又はその家族等に対して当該目

標及び方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

  

 

◇在宅・入所相互利用加算について 

① 在宅・入所相互利用（ベッド・シェアリング）加算は、可能な限り対象者が在宅生

活を継続できるようにすることを主眼として設けたものであり、施設の介護支援専門

員は、入所期間終了に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象者

の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供しながら、在宅の介護支

援専門員とともに、在宅での生活継続を支援する観点から介護に関する目標及び方針

を定めることが必要である。 

② 具体的には、 

イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所期間（入所期間につい

ては３月を限度とする）について、文書による同意を得ることが必要である。 
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ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進める観点から、施設の

介護支援専門員、施設の介護職員等、在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が

利用する居宅サービス事業者等による支援チームをつくること。 

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所する前及び施設から退

所して在宅に戻る前においては必須とし、おおむね１月に１回）カンファレンスを

開くこと。 

ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は入所期間における対象

者の心身の状況を報告し、目標及び方針に照らした介護の評価を行うとともに、次

期の在宅期間又は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録すること。 

ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及び役割分担については、

支援チームの中で協議して適切な形態を定めること。 

 

●小規模拠点集合型施設加算  ５０単位 （１日につき） 

ツ 小規模拠点集合型施設加算 

注 同一敷地内に複数の居住単位を設けて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護を行っている施設において、５人以下の居住単位に入所している入所者については、

１日につき所定単位数を加算する。 

 

◇小規模拠点集合型施設加算について 

 小規模拠点集合型施設加算は、同一敷地内で、例えば民家の母屋、離れ、倉庫等を活用

し、「１９人＋５人＋５人」「１０人＋９人＋５人＋５人」といった居住単位（棟）に分

けて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行っている場合に、５人以下の居

住単位（棟）に入所している入所者について、所定単位数を加算するものである。 

 

 

●認知症専門ケア加算 （１日につき） 

ネ 認知症専門ケア加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地

域密着型介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケア

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加

算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

（１）認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位 

（２）認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４単位 

 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第４２号） 

イ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）事業所又は施設における利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活

に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者（以下「対象者」という。）の占める割合が２分の１以上である

こと。 
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（２）認知症介護に係る専門的な研修を修了している者（特定施設入居者生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護を提供

する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。）を、対象者の数が

２０人未満である場合にあっては、１以上、当該対象者の数が２０人以上である

場合にあっては、１に、当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実践し

ていること。 

（３）当該事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又

は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 

次のいずれの基準にも適合すること。 

（１）イの基準のいずれにも適合すること。 

（２）認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者（特定施設入居者生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護

を提供する場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める者を含む。）を１名以上

配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

（３）当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研

修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。 

    
 

【厚生労働大臣が定める者】（９４号告示第５０号 準用第３０号） 

 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必

要とする認知症の者 

 

◇認知症専門ケア加算について 

 ６の（９）を準用する。 

① 「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護

を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する利

用者を指すものとする。 

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施に

ついて」（平成１８年３月３１日老発第０３３１０１０号厚生労働省老健局長通知）

及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成１８年３月３１日

老計第０３３１００７号厚生労働省計画課長通知）に規定する「認知症介護実践リー

ダー研修」を指すものとする。 

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の

実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定す

る「認知症介護指導者養成研修」を指すものとする。 

 

●認知症行動・心理症状緊急対応加算  ２００単位 （１日につき） 

ナ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

注 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊

急に入所することが適当であると判断した者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設
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入所者生活介護を行った場合は、入所した日から起算して７日を限度として、１日につ

き所定単位数を加算する。 

 

◇認知症行動・心理症状緊急対応加算について 

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻

覚・興奮・暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動・心理症状」が認めら

れた際に、地域密着型介護老人福祉施設に一時的に入所することにより、当該利用者

の在宅での療養が継続されることを評価するものである。 

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知症の行動・心理症状」

が認められ、緊急に地域密着型介護老人福祉施設への入所が必要であると医師が判断

した場合であって、介護支援専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族

の同意の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加算は医師が判断

した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。この

際、当該施設への入所ではなく、医療機関における対応が必要であると判断される場

合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な

医療が受けられるように配慮する必要がある。 

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評価するものであるため、

入所後速やかに退所に向けた地域密着型施設サービス計画を策定し、当該入所者の

「認知症の行動・心理症状」が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるように

すること。 

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該加算は算定できないも

のであること。 

ａ 病院又は診療所に入院中の者 

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施

設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護及び短期利用地域密着型特定施設入居者生活介

護を利用中の者 

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、施

設も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス

計画書に記録しておくこと。 

⑦ 本加算の算定にあたっては、個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養

に相応しい設備を整備すること。 

⑧ 本加算は、当該入所者が入所前１月の間に、当該地域密着型介護老人福祉施設に入

所したことがない場合及び過去１月の間に当該加算（他サービスを含む）を算定した

ことがない場合に限り算定できることとする。６の（３）を準用する。 

 

※認知症対応型共同生活介護＝地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・

興奮・暴言等の症状を指すものである。 

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用認知症
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対応型共同生活介護が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受

け入れ事業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、認知症対応型共同生活介護

の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師が判断した当該日又はそ

の次の日に利用を開始した場合に限り算定できるものとする。 

この際、短期利用認知症対応型共同生活介護ではなく、医療機関における対応が必要

であると判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行う

ことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要がある。 

③ 次に掲げる者が、直接、短期利用認知症対応型共同生活介護の利用を開始した場合に

は、当該加算は算定できないものであること。 

a 病院又は診療所に入院中の者 

b 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

c 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者

生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活介

護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介

護を利用中の者 

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録しておくこと。また、事業

所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計

画書に記録しておくこと。 

⑤ ７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が

認められる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用

開始後８日目以降の短期利用認知症対応型共同生活介護の利用の継続を妨げるものでは

ないことに留意すること。 

 

●褥瘡マネジメント加算  １０単位（３月に１回） 

ラ 褥瘡マネジメント加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

地域密着型介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、

３月に１回を限度として、所定単位数を加算する。 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第７１号の２） 

イ 入所者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時に評価すると

ともに、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果を厚生労働省に報告す

ること。 

ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看

護師、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する

褥瘡ケア計画を作成していること。 

ハ 入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容

や入所者の状態について定期的に記録していること。 

ニ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直し

ていること。 
 

◇褥瘡マネジメント加算について 

① 褥瘡マネジメント加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第

７１号の２に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の入所者全員に対して算定でき
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るものであること。 

② 大臣基準第７１号の２イの評価は、別紙様式４に示す褥瘡の発生と関連のあるリスクに

ついて実施すること。 

③ 大臣基準第７１号の２イの施設入所時の評価は、大臣基準第７１号の２イからニまでの

要件に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日に、既に入所している者（以

下、「既入所者」という。）については、届出の日の属する月に評価を行うこと。 

④ 大臣基準第７１号の２イの評価結果の厚生労働省への報告は、当該評価結果を、介護給

付費請求書等の記載要領に従って、褥瘡マネジメント加算の介護給付費明細書の給付費

明細欄の摘要欄に記載することによって行うこと。報告する評価結果は、施設入所時に

ついては、施設入所後最初（既入所者については届出の日に最も近い日）に評価した結

果、それ以外の場合については、当該加算を算定する月に評価した結果のうち最も末日

に近いものとすること。 

⑤ 大臣基準第７１号の２のロの褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参

考にしながら、入所者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組

むべき事項や、入所者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式５に示す

様式を参考に、作成すること。なお、地域密着型介護福祉施設サービスにおいては、褥

瘡ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもっ

て褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

⑥ 大臣基準第７１号の２のハにおいて、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、

褥瘡ケア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、その同意を得るこ

と。 

⑦ 大臣基準第７１号の２のニにおける褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の

問題（褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要

性等）があれば直ちに実施すること。 

⑧ 大臣基準第７１号の２に掲げるマネジメントについては、施設ごとに当該マネジメント

の実施に必要な褥瘡管理に係るマニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施する

ことが望ましいものであること。 

⑨ 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものである。 

 

●排せつ支援加算  １００単位（１月につき） 

ム 排せつ支援加算 

注 排せつに介護を要する入所者であって、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれると医師又は医師と連携した看護師が判断した者に対して、指定地域密

着型介護老人福祉施設の医師、看護師、介護支援専門員その他の職種が共同して、当該

入所者が排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該

支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起

算して６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数を加算する。ただし、同一入所期

間中に排せつ支援加算を算定している場合は、算定しない。 

◇排せつ支援加算について 

① 本加算は、全ての入所者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提

としつつ、さらに特別な支援を行って排せつの状態を改善することを評価したものであ
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る。したがって、例えば、入所者が尿意・便意を職員へ訴えることができるにもかかわ

らず、職員が適時に排せつを介助できるとは限らないことを主たる理由としておむつへ

の排せつとしていた場合、支援を行って排せつの状態を改善させたとしても加算の対象

とはならない。 

② 「排せつに介護を要する入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員

テキスト 2009 改訂版（平成２７年４月改訂）」の方法を用いて、排尿または排便の状態

が、「一部介助」又は「全介助」と評価される者をいう。 

③ 「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる」とは、特別な支援を

行わなかった場合には、当該排尿又は排便にかかる状態の評価が不変又は悪化すること

が見込まれるが、特別な対応を行った場合には、当該評価が６月以内に「全介助」から

「一部介助」以上、又は「一部介助」から「見守り等」以上に改善すると見込まれるこ

とをいう。 

④ ③の見込みの判断を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に

医師へ報告することする。また、医師と連携した看護師が③の見込みの判断を行う際、

利用者の背景疾患の状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することとする。 

⑤ 支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに

介護を要する要因を多職種が共同して分析し、それに基づいた支援計画を別紙様式６の

様式を参考に作成する。要因分析及び支援計画の作成に関わる職種は、③の判断を行っ

た医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の入所者の特性を把握している介護

職員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に

応じ薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加える。なお、地域密着型

介護福祉施設サービスにおいては、支援計画に相当する内容を施設サービス計画の中に

記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 

⑥ 支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の入所者

の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意

する。また、支援において入所者の尊厳が十分保持されるよう留意する。 

⑦ 当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、入所者又はその家族に

対し、現在の排せつにかかる状態の評価、③の見込みの内容、⑤の要因分析及び支援計

画の内容、当該支援は入所者又はその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を

希望する場合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも入所者又はそ

の家族の希望に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、入所者及びその家

族の理解と希望を確認した上で行うこと。 

⑧ 本加算の算定を終了した際は、その時点の排せつ状態の評価を記録し、③における見込

みとの差異があればその理由を含めて総括し、記録した上で、入所者又はその家族に説

明すること。 

 

●サービス提供体制強化加算  （１日につき） 

ウ サービス提供体制強化加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地

域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位
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数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。また、日常生活継続支援加算を算定している場合

は、算定しない。 

（１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ １８単位 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ １２単位 

（３）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）   ６単位 

（４）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   ６単位 

※指定短期入所生活介護事業所＝指定地域密着型介護老人福祉施設 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第７２号 準用第３８号） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定短期入所生活介護事業所の介護職員（当該指定短期入所生活介護事業所が

指定居宅サービス等基準第１２１条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人

ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの介護職員）の総数のう

ち、介護福祉士の占める割合が１００分の６０以上であること。 

（２）通所介護費等算定方法第１０号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定短期入所生活介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割

合が１００分の５０以上であること。 

（２）イ（２）に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定短期入所生活介護事業所の看護師若しくは准看護師又は介護職員（以下、

「看護・介護職員」という。）（当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サー

ビス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームであ

る場合にあっては、当該特別養護老人ホームの看護・介護職員）の総数のうち、

常勤職員の占める割合が１００分の７５以上であること。 

（２）イ（２）に該当するものであること。 

ニ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員（当該指定短期入所生活介

護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける

特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームの入所者に

対して介護福祉施設サービスを直接提供する職員）の総数のうち、勤続年数３年

以上の者の占める割合が１００分の３０以上であること。 

（２）イ（２）に該当するものであること。 
 

 

◇サービス提供体制強化加算について 

①２（１５）④から⑦まで、４（１３）②及び５（１１）②を準用する。 

◇２（１５） 

※介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者＝介護福祉士 
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④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）

の平均を用いることとする。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事

業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月につ

いて、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業

を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであるこ

と。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者につい

ては、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とすること。 

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員

の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合に

ついては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一

の５の届出（本資料●日常生活継続支援加算について③に記載する届出）を提出しなけ

ればならない。 

⑥ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的に

は、平成２４年３月３１日時点で勤続年数が３年以上である者をいう。 

⑦ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営

する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接

提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

 

◇４（１３） 

② 同一の事業所において介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行っている場合に

おいては、本加算の計算も一体的に行うこととする。 

 

◇５（１１） 

※小規模多機能型居宅介護従業者＝地域密着型介護老人福祉施設の職員  

② なお、この場合の小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事

務等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。 

②地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を入所者に直接提供する職員とは、生活

相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとす

る。 

 

●介護職員処遇改善加算 

ヰ 介護職員処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、令和３年３月３１日までの間（（４）及び（５）については、別に厚生労働

大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） イからウまでにより算定した単位数の１０００分の
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８３に相当する単位数 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イからウまでにより算定した単位数の１０００分の

６０に相当する単位数 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） イからウまでにより算定した単位数の１０００分の

３３に相当する単位数 

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （３）により算定した単位数の１００分の９０に相

当する単位数 

（５）介護職員処遇改善加算（Ⅴ） （３）により算定した単位数の１００分の８０に相

当する単位数  

 

※指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所＝指定地域密着型介護老人福祉施設 

【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第７３号 準用第４８号） 

イ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善に要する費用の見込額が介護職員

処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画

に基づき適切な措置を講じていること。 

（２） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、（１）の賃金改善に

関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改

善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周

知し、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に届け出ていること。 

（３） 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、

経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介

護職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得

ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

（４） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに介

護職員の処遇改善に関する実績を市町村長（特別区の区長を含む。）に報告する

こと。 

(５) 算定日が属する月の前１２月間において、労働基準法、労働者災害補償保険

法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違

反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

（６） 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、労働保険料の

納付が適正に行われていること。 

（７）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一） 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃

金に関するものを含む。）を定めていること。 

（二） （一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知して

いること。 

（三） 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研

修の実施又は研修の機会を確保していること。 

（四） （三）について、全ての介護職員に周知していること。 

（五） 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準
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に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

（六）（五）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知してい

ること。 

（８） 平成２７年４月から（２）の届出の日の属する月の前月までに実施した介護

職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職員の

処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること 

ロ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） イ（１）から（６）まで、（７）（一）から（四）ま

で及び（８）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（６）までに掲げる基準に適合すること。 

（２） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一） 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の

賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

b a の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知してい

ること。 

（二） 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る

研修の実施又は研修の機会を確保していること。 

b aについて、全ての介護職員に周知していること。 

（３） 平成２０年１０月からイ（２）の届出の日の属する月の前月までに実施した

介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。）及び当該介護職

員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 

ニ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも

適合し、かつハ（２）又は（３）に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

ホ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ） イ（１）から（６）までに掲げる基準のいずれにも

適合すること。 
 

 

 

●介護職員等特定処遇改善加算 

ノ 介護職員等特定処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設が、入所者に対し、

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの

加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） イからウまでにより算定した単位数の１００

０分の２７に相当する単位数 

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） イからウまでにより算定した単位数の１００

０分の２３に相当する単位数 

 

※指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所＝指定地域密着型介護老人福祉施設 
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【厚生労働大臣が定める基準】（９５号告示第６０号の２ 準用第４８号の２） 

イ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合

し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等特定処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を

講じていること。 

 (一)  経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額

が月額８万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円以上で

あること。ただし、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額である

ことその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでない

こと。 

（二）指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における経験・技能のある

介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、介護職員（経験・技能

のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以

上であること。 

（三）介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改善に要する費用の

見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平

均の２倍以上であること。ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護

職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場合

はその限りでないこと。 

（四）介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額４４０万円を上回

らないこと。 

（２）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、賃金改善に関す

る計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇

改善の計画等を記載した介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に

周知し、市町村長に届け出ていること。 

（３）介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。た

だし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るため

に当該事業所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すこ

とはやむを得ないが、その内容について市町村長に届け出ること。 

（４）当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、事業年度ごとに

当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

（５）定期巡回・随時対応型訪問介護看護費におけるサービス提供体制強化加算(Ⅰ)

イのいずれかを算定していること。 

（６）定期巡回・随時対応型訪問介護看護費における介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から

(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 

（７）平成２０年１０月から（２）の届出の日の属する月の前月までに実施した職員

の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く。以下この号において同じ。）

及び当該職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。 

（８）（７）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方

法により公表していること。 
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ロ 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） イ（１）から（４）まで及び（６）から（８）

までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 ※区分支給限基準額の算定対象外 

 

 

 

◇介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について 

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、久留米市 HP に基

本的な考え方、事務処理手順、様式例についての説明資料を掲示している。説明資料の

掲載場所は以下のとおり。 

 

久留米市 HP トップ画面（http://www.city.kurume.fukuoka.jp/index.html） 

→くらしの情報 

→高齢者支援・介護保険 

→介護事業者に関する各種届出等 

→介護給付費算定に関する各種届出 

     →令和 2 年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に 

関する届出書 

資料名：「処遇改善加算・特定処遇改善加算の事務処理手順（厚生労働省通知）」 
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久留米市健康福祉部介護保険課 

育成・支援チーム  

〒830-8520福岡県久留米市城南町１５番地３ 

ＴＥＬ：０９４２－３０－９２４７ 

ＦＡＸ：０９４２－３６－６８４５ 

メール：kaigo@city.kurume.fukuoka.jp 
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